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一
、
問
題
の
所
在

周
知
の
如
く
日
蓮
聖
人

（以
下
、
聖
人
）
の

『観
心
本
尊
抄
』
に
は

「末
法
之
始
ヲ
以
テ
詮
卜
為
ス
ピ

「末
法
ノ
始
、
予
ガ
如
キ
者
ノ

為
也
」
等
と
あ
り
、
『法
華
取
要
抄
』
に
も

「末
法
ノ
中
ニ
ハ
日
蓮
ヲ
以
テ
正
卜
為
ス
也
」
「滅
後
之
中
ニ
ハ
末
法
今
時
ノ
日
蓮
等
ガ
為
也
」

等
と
あ
っ
て
、
法
華
経
と
い
う
経
典
が
滅
後
末
法
の
衆
生
の
為
の
も
の
で
あ
り
、
殊
に
は
自
身
の
為
の
経
で
あ
る
と
す
る
み
か
た
が
示
さ

れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
表
現
は

『本
尊
抄
』
『
取
要
抄
』
の
み
に
み
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、
中
で
も

『取
要
抄
』
に
い
う
述
門
の
順
読

・
逆
読
が

聖
人
の
法
華
経
観
を
鮮
明
に
示
す
も
の
と
し
て
採
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
ｇ

そ
し
て
こ
の

「日
蓮
の
為
」
と
い
う
表
現
は
親
鸞
聖

人
の
言
と
し
て

『歎
異
抄
』
に

「弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
／
ヽ
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞

一
人
が
た
め
な
り
け
り
∫
」
と
あ
る

の
に
類
似
す
る
と
注
目
さ
れ
て
も
い
る
。

し
か
し
、
こ
の

「
日
蓮
等
が
為
」
に
つ
い
て
は

『本
尊
抄
』
『取
要
抄
』
共
に
述
門

。
本
門
を
分
別
し
た
上
で
表
明
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
意
義
が

一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
殊
に
何
故
に

「日
蓮
等
が
為
」
な
の
か
、
更
に
は

「凡
夫
の
為
」
と

「
日
蓮
の
為
」

を
厳
密
に
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
は

『歎
異
抄
』
中
の
表
現
と
の
対
照
に
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
に
文
永
十
年

（
一
二
七
三
）
の

『本
尊
抄
』
の
約

一
年
後
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

『取
要
抄
』
に
於
て
同
じ
く

「日
蓮
等
が

為
」
の
意
を
述
べ
る
に
つ
い
て
、
特
に
本
門
の
経
文
の
採
り
あ
げ
方
に
相
違
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
を
ど
う
理

解
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
以
上
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
既
に
先
師
の
解
釈
が
あ
る
ぷ

私
見
を
整
理
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
所
で
あ
る
。

二
、
遺
文
の
検
討

２

）
『本
尊
抄
』
の
文

『本
尊
抄
』
に
お
い
て
当
該
の

一
節
は
、
第
二

一
問
答
の
問
い
の
文

間
フ
、
正
像
二
千
余
年
之
間
ハ
四
依
ノ
菩
薩
雄
二
人
師
等
、
余
仏
、
小
乗

・
権
大
乗

。
示
前

・
述
門
ノ
釈
尊
等
ノ
寺
塔
ヲ
建
立
ス
レ

ド
モ
本
門
寿
量
品
ノ
本
尊
拉
二
四
大
菩
薩
ヲ
ハ
三
国
ノ
王
臣
倶
二
未
ダ
之
ヲ
崇
重
セ
ザ
ル
由
之
ヲ
申
ス
。
比
事
粗
之
ヲ
聞
ク
ト
雖
モ

前
代
未
聞
ノ
故
二
耳
ロ
ヲ
驚
動
シ
心
意
ヲ
迷
惑
ス
。
請
フ
重
テ
之
ヲ
説
ケ
、
委
細
二
之
ヲ
聞
カ
ン
∫

に
対
す
る
答
と
し
て
釈
尊

一
代
、
法
華
経

一
経

（但
し
開
経
の
無
量
義
経
、
結
経
の
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
と
共
な
る
十
巻
）、
法
華
経
述



門
十
四
品
、
同
本
門
十
四
品
、
又
本
門
十
四
品
の
五
重
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
序
分

・
正
宗
分

・
流
通
分
の
三
段
の
考
え
方
を
示
す
、
い

わ
ゆ
る
五
重
三
段
。
の
教
判
の
う
ち
、
第
五
の
三
段
の
後
半
部
分
に
み
え
る
所
で
あ
る
。
但
し
、
間
答
形
式
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
後
述

の
よ
う
に
、
述
門
の
み
か
た
の
証
文
を
あ
げ
る
の
が
第
二
二
問
答
。
で
あ
り
、
本
門
の
み
か
た
の
証
文
が
第
二
三
問
答
。

第
二
四
間
答
。

の
部
分
で
あ
る
。
第
二
四
間
答
は
寿
量
品
の
文
中
の

「遣
使
還
告
」
に
つ
い
て
の
間
答
を
挿
入
し
た
も
の
で
、
天
フ
ノ
遣
使
還
告

ハ
地
涌

也
ど

と
解
釈
す
る
所
か
ら
、
次
の
神
力
品
。嘱
累
品
の
引
用
へ
と
転
開
す
る
の
で
、
本
門
の
み
か
た
の
証
文
を
問
う
第
二
三
間
の
答
文
は
、

内
容
的
に
は
第
二
四
答
の
末
尾
ま
で
と
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
所
で
あ
る
。

さ
て
、
第
五
の
三
段
は

又
本
門
二
於
テ
モ
序
正
流
通
有
り
。
過
去
大
通
仏
ノ
法
華
経
自
り
乃
至
現
在
ノ
華
厳
経
乃
至
述
門
十
四
品

。
涅
槃
経
等
ノ

一
代
五
十

余
年
ノ
諸
経
十
方
三
世
諸
仏
ノ
微
塵
ノ
経
々
ハ
皆
寿
量
ノ
序
分
也
。　
一
品
二
半
自
り
之
外

ハ
小
乗
教

・
邪
教

・
未
得
教

・
覆
相
教
ト

名
ク
。
其
機
ヲ
論
ズ
レ
バ
徳
薄
垢
重
幼
稚
貧
窮
孤
露
ニ
シ
テ
禽
獣

二
同
ジ
也
。
（
前
述
門
ノ
円
教
ス
ラ
尚
仏
因
二
非
ズ
。
何
二
況
ヤ

大
日
経
等
ノ
諸
小
乗
経
ヲ
ヤ
。
何
二
況
ヤ
華
厳

。
真
言
等
ノ
七
宗
等
ノ
諭
師
人
師
ノ
宗
ヲ
ヤ
。
与

ヘ
テ
之
ヲ
論
ズ
レ
バ
前
三
教
ヲ
出

デ
ズ
。
奪
ッ
テ
之
ヲ
云
ヘ
バ
蔵
通
二
同
ズ
。
設
ヒ
法

ハ
甚
深
卜
称
ス
ト
モ
未
ダ
種
熟
脱
ヲ
論
ゼ
ズ
、
還
テ
灰
断
二
同
ジ
。
化
ノ
始
終

無
シ
ト
ハ
是
也
。
警
ヘ
バ
王
女
為
リ
ト
雖
モ
畜
種
ヲ
懐
妊
ス
レ
バ
其
子
尚
施
陀
羅
二
劣
レ
ル
ガ
如
シ
。
此
等

ハ
且
ラ
ク
之
ヲ
閣
ク
ι

と
あ

っ
て
、
序
分
と
正
宗
分
に
つ
い
て
は
明
確
な
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
流
通
分
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
指
示
が
な
い
よ
う
に
み

ら
れ
る
。
故
に
、
諸
説
の
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
今
は
そ
の
問
題
は
措
い
て
、
拙
稿
で
考
察
し
た
い

一
節
は
、
す
ぐ
続
い

て
以
下
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

述
門
十
四
品
ノ
正
宗
ノ
八
品
ハ
一
往
之
ヲ
見
ル
二
二
乗
ヲ
以
テ
正
卜
為
シ
、
菩
薩

・
凡
夫
ヲ
以
テ
傍
卜
為
ス
。
再
往
之
ヲ
勘
フ
レ
バ

凡
夫

・
正
像
末
ヲ
以
テ
正
卜
為
ス
。
正

・
像

。
末
ノ
三
時
之
中

ニ
モ
末
法
ノ
始
ヲ
以
テ
正
力
中
ノ
正
卜
為
ス
ピ

″法
華
経
は
未
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考



レ
Ｃ
。

そ
し
て
、
こ
う
考
え
ら
れ
る
理
由
を
挙
げ
る
の
が
続
く
第
二
二
間
答
で
あ

っ
て
、

間
フ
テ
曰
ク
、
其
証
如
何
。
答

ヘ
テ
曰
ク
、
法
師
品
二
云
ク
、
而
モ
此
経
者
如
来
ノ
現
在
ス
ラ
猶
怨
嫉
多
シ
、
況
ン
ヤ
滅
度
ノ
後
ヲ

ヤ
。
宝
塔
品
二
云
ク
、
法
ヲ
シ
テ
久
住
セ
シ
ム
乃
至
来
レ
ル
所
ノ
化
仏
当

二
此
意
ヲ
知
ル
ベ
シ
等
。
勧
持
・安
楽
等
之
ヲ
見
ル
可
シ
。

述
門
ス
ラ
是
ノ
如
シ
ッ

と
あ
る
の
は
、
無
論
述
門
正
宗
八
品
の
み
か
た
の
う
ち
再
往
の
意
の
証
文
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
、
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
は
述
門

流
通
分
中
の
法
師

・
宝
塔
中
の
両
文
で
あ
り
、
更
に
勧
持

。
安
楽
等
の
諸
品
を
も
見
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
故
に
こ
れ
は
、
流

通
分
の
意
よ
り
正
宗
分
を
み
る
と
き
、
述
門
は
滅
後
の
凡
夫
の
為
、
正
し
く
は
末
法
の
始
の
凡
夫
の
為
の
経
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
こ
の

点
は
後
に
検
討
す
る

『取
要
抄
』
の
逆
読
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
又
、
今
の
証
文
で
は
、
経
文
に
示
さ
れ
た
仏
滅
後
の
弘

経
の
要
請
と
、
そ
れ
を
実
行
し
た
場
合
に
起
り
得
る
逆
境
の
様
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
証
文
か
ら
は
な
ぜ
滅
後
末
法
の
為
か
と

い
う
こ
と
の
正
し
き
理
由
は
読
み
と
れ
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

更
に
ま
た
当
該
の
文
は
第
五
の
三
段
を
問
題
と
す
る
文
脈
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
次
に
本
門
が

一
向
に
末
法
の
為
で
あ
る
こ

と
の
強
調
の
為
で
あ
る
こ
と
は

「述
門
ス
ラ
是
ノ
如
シ
」
の
文
言
で
明
ら
か
で
あ
る
雪

そ
こ
で
次
に
本
門
に
つ
い
て
み
る
と

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

こ
の
文
意
は
次

の
よ
う
に
図
解
“
さ
れ
て
い
る
。
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本
門
ヲ
以
テ
之
ヲ
論
ズ
レ
バ

一
向
二
末
法
之
初
ヲ
以
テ
正
機
卜
為
ス
。
所
謂
ル

一
往
之
ヲ
見
ル
時
ハ
久
種
ヲ
以
テ
下
種
卜
為
シ
、
大

通

。
前
四
味

・
述
門
ヲ
熟
卜
為
シ
テ
、
本
門
二
至
テ
等
妙
二
登
ラ
シ
ム
。
再
往
之
ヲ
見
レ
バ
述
門
ニ
ハ
似
ズ
、
本
門
ハ
序
正
流
通
倶

二
末
法
之
始
ヲ
以
テ
詮
卜
為
ス
。
在
世
ノ
本
門
卜
末
法
之
初

ハ
一
同
二
純
円
也
。
但
シ
彼

ハ
脱
、
此
ハ
種
也
。
彼

ハ
一
品
二
半
、
此

ハ
但
ダ
題
ロ
ノ
五
字
也
曽

と
あ
る
が
、
当
面
の
問
題
意
識
に
従

っ
て
考
え
る
と
本
門
は
述
門
と
異
な
り

「
一
向
に
」
す
な
わ
ち
専
ら
末
法
の
初
の
機

（衆
生
）
を
正

し
き
対
象
と
す
る
と
断
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
末
法
の
初
と
い
う

″時
″
に
は
下
種
と
い
う
宗
教
的
行
為
に
よ
っ
て
の
み
衆

生
の
成
仏
が
あ
り
、
そ
れ
は
但
だ
題
目
の
五
字
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
が
、
第
五
三
段
の
本
門
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
し

こ
こ
で
又
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
先
の
述
門
三
段

。
本
門
三
段
は
、　
一
経
の
上
で
の
各
三
段
の
み
か
た
を
示
し
、
教
主
と
所
説

の
法
門
と
を
比
較
し
て
本
門
三
段
を
考
察
の
主
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
が
、
第
五
三
段
は
、
そ
こ
か
ら
久
遠
実
成
の
釈
尊
の
開
顕
の

義
を
ふ
ま
え
、
久
遠
五
百
塵
点
劫
の
当
初
よ
り
今
日

一
代
ま
で
の
教
化
を
下
種
益

。
熟
益

。
脱
益
の
い
わ
ゆ
る
三
益
の
概
念
ぃ
を
用
い
て

整
理
し
た
上
で
、
今
日

一
代
の
上
で
の
述
門
と
本
門
と
を
位
置
づ
け
、
更
に
そ
れ
を
滅
後
正
像
末
に
及
ぼ
し
て
、
末
法
下
種
論
を
展
開
さ

れ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　

と
こ
ろ
で
前
掲
の
如
く
第
五
三
段
の
序
分
は

「過
去
大
通
仏
の
法
華
経
乃
至
現
在
の
華
厳
経
乃
至
述

門
十
四
品

・
涅
槃
経
等
の

一
代
五
十
余
年
の
諸
経
、
十
方
三
世
諸
仏
の
微
塵
の
経
々
」
で
あ
り
、
正
宗
分
は

「寿
量
　
（
一
品
二
半
と

と

解
さ
れ
る
が
、
通
常
、
序
分
と
は

「経
の
説
か
れ
る
由
来
・因
縁
を
述
べ
る
部
分
ど

と
解
さ
れ
る
の
で
、
今
の
場
合
は
、
本
門
寿
量

（
一

品
二
半
）
が
説
か
れ
る
由
来

・
因
縁
を
述
べ
る
為
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
流
通
分
も
そ
れ
を
流
通
す
る
経
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
当
面
の

「本
門
は

一
向
に
末
法
の
初
の
為
」
の
説
明
に
お
い
て
は
前
に
も
記
し
た
如
く

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考



″法
華
経
は
未
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

口
」街‐‐‐‐刺は向鴎［時はい向脚嘲］副漏増に串制令登等妙

と
あ
り
、
そ
の
意
を
更
に
、

在
世
本
門
末
法
之
初

一
同
純
円
也
、
但
彼
脱
此
種
也
、
彼

一
品
二
半
此
但
題
目
五
字
也

と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
所
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
第
四
本
門
三
段
の
上
に
考
え
ら
れ
る
第
五
三
段
の
本
門
は
、
久
遠
の
佛
種
子
の
に
よ
っ
て
下
種

さ
れ
、
大
通
結
縁

（中
間
世
々
）
今
日

一
代
前
四
味
述
門
の
諸
経
に
よ
っ
て
熟
益
の
教
化
を
受
け
本
門

一
品
二
半
に
至

っ
て
等
覚

・
妙
覚

に
登
る

（す
な
わ
ち
脱
益
す
る
）
こ
と
が
そ
の
内
容
の
如
く
み
え
る
が
、
実
は
、
末
法
の
初
に
題
目
の
五
字
を
も
っ
て
下
種
す
る
こ
と
を

専
ら
の
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
う
け
と
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
本
門
正
宗

一
品
二
半
を
説
く
為
に
三
世
十
方
微
塵
の
経
教
が
序
分

と
し
て
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、　
一
品
二
半
は
、　
一
往
脱
益
と
規
定
さ
れ
る
場
合
と
、
再
往
末
法
下
種
の
為
の

「本
門
の
序
正
流
通
」
の

中
の

一
品
二
半
２
と
規
定
さ
れ
る
場
合
の
両
様
の
意
義
に
お
い
て
み
ら
れ
、
共
に

「
一
同
純
円
」
と
い
う
の
は
、
三
益
論
で
言
え
ば
、
下

種
の
種
子
と
も
脱
益
の
種
子
と
も
な
る
仏
種
子
を
詮
顕
す
る
純
円
の
教
と
し
て
同

一
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
り

そ

し
て
、
後
述
の
よ
う
に
、
こ
の
辺
の
事
情
を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
、
『法
華
取
要
抄
』
の
内
容
が
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
故
に

「寿
量
」
あ
る
い
は

「
一
品
二
半
」
と

「本
門
の
序
正
流
通
」
の
関
係
は
後
に
再
考
す
る
こ
と
と
し
て
、
次
に
は

「本
門
序

正
流
通
倶
以
末
法
之
始
為
詮
」
と
は
な
ぜ
か
に
つ
い
て
宗
祖
が
示
さ
れ
る
証
文
を
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
証
文
を

ど
こ
ま
で
と
す
る
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
前
述
の
如
く
間
答
で
区
切
れ
ば
、　
一
往
は
第
二
三
間
答
の
部
分
の
よ
う
に
み
え
る
の
で

あ
る
。
然
し
第
二
四
間
答
は
寿
量
品
の

「遣
使
還
告
」
に
つ
い
て
の
間
答
と
な
っ
て
い
る
が
、
第
二
三
間
答
も
第
二
四
問
答
も
、
所
引
の

経
文
は
異
な
る
が
、
同

一
テ
ー
マ
の
も
と
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
寿
量
品
の
医
師
の
讐
で
い
え
ば

「遣
使
還
告
」
の
解

-6-



釈
と
重
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
二
三
、
一
一四
両
間
答
を

一
具
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は

『法
華
取
要
抄
』

の
内
容
と
も

一
致
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
両
間
答
を
す
べ
て
引
用
し
て
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
は
繁
雑
で
も
あ
り
紙
幅
の
上
か
ら
も
無
理
な
の
で
、
私
に
適
宜
取
捨
し

な
が
ら
、
証
文
と
そ
れ
を
選
び
列
挙
さ
れ
た
聖
人
の
意
図
を
窺
う
こ
と
と
し
た
い
が
、
結
論
的
に
言
え
ば
末
法
下
種
の
根
拠
と
し
て
の
上

行
要
付
の
教
義
を
述
べ
ん
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
そ
の
意
は
先
学
諸
師
に
お
い
て
も

一
致
し
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
証
文
の
区
切
り
方
、
取
り
あ
げ
方
は
諸
師
に
よ
っ
て
異
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
雪

そ
こ
で
第
二
三
問
答
の
始
め
は

「問
フ
テ
曰
ク
、
其
証
文
如
何
。
答

ヘ
テ
曰
ク
、
涌
出
品
二
云
ク
、
外
ノ
時
二
他
方
ノ
国
土
ノ
諸
ノ
来

レ
ル
菩
薩
摩
詞
薩
八
恒
河
沙
ノ
数
二
過
タ
ル
、
大
衆
ノ
中
二
於
テ
起
立
シ
合
掌
シ
礼
ヲ
作
シ
テ
仏
二
白
シ
テ
言
ク
、
世
尊
若
シ
我
等
二
仏

ノ
滅
後

二
於
テ
此
娑
婆
世
界
二
在
テ
勤
加
精
進
シ
テ
是
ノ
経
典
ヲ
護
持
シ
読
誦
シ
書
写
シ
供
養
セ
ン
コ
ト
ヲ
聴
シ
タ
マ
ハ
ゝ
当
二
此
土
ニ

於
テ
広
ク
之
ヲ
説
ク
ベ
シ
。
ホ
ノ
時
二
仏
、
諸
ノ
菩
薩
摩
詞
薩
衆
二
告
タ
マ
ハ
ク
、
止
ネ
善
男
子
、
汝
等
ガ
此
経
ヲ
護
持
セ
ン
コ
ト
ヲ
須

ヒ
ジ
等
．√
ご

と
過
八
恒
河
沙
数
の
菩
薩
が
他
方
の
国
土
よ
り
来
て
娑
婆
世
界
の
弘
経
の
許
し
を
願

っ
た
の
に
対
し
て
、
釈
尊
が
そ
れ

（後

文
の
如
く
、
宗
祖
は
述
化
の
菩
薩
も
含
め
て
い
る
）
を
止
め
た
場
面
の
引
用
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
は
続
い
て

「法
師
自
り
己
下
ノ
五
品

ノ
経
文
前
後
水
火
也
。
」
と
あ
り
、
宝
塔
品
の
弘
経
の
唱
募
の
文
を
引
く
あ
と
で
天
台
の

『法
華
文
句
』
九
上
の
前
三
後
三
の
六
釈
の
を
ふ

ま
え
、
「所
詮
、
述
化

。
他
方
ノ
大
菩
薩
等

二
我
内
証
ノ
寿
量
品
ヲ
以
テ
授
与
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
末
法
ノ
初

ハ
謗
法
ノ
国
、
悪
機
ナ
ル
故
ニ

之
ヲ
止
メ
、
地
涌
千
界
ノ
大
菩
薩
ヲ
召
シ
テ
寿
量
品
ノ
肝
心
タ
ル
妙
法
蓮
華
経
ノ
五
字
ヲ
以
テ
閻
浮
ノ
衆
生
二
授
与
セ
シ
メ
タ
マ
フ
也
ピ

等
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
述
門
の
流
通
分
に
は
法
華
経
の
仏
滅
後
の
弘
経
と
実
践
の
姿
を
説
き
、
殊
に
は
宝
塔
品
で
仏
滅
後
の
弘
経
者
を

募
り
な
が
ら
、
涌
出
品
の
初
め
で
は
引
用
の
如
く

″述
化

・
他
方
″
の
菩
薩
を
止
め
、
地
涌
の
菩
薩
に
滅
後
末
法
の
弘
経
を
命
じ
る
、
と

い
う
内
容
を
と
り
あ
げ
、
以
下
、
神
力

・
嘱
累
両
品
に
実
際
に
付
嘱
を
実
施
す
る
所
ま
で

一
貫
し
た
意
図
の
引
用
と
解
釈
が
、
こ
の

「本

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考



″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

門
序
正
流
通
倶
以
末
法
之
始
為
詮
」
の
証
文
と
な

っ
て
い
る
と
考
え
る
。

続
い
て
本
文
は
釈
尊
と
地
涌
の
菩
薩
の
久
遠
の
関
係
を
の
べ
る

『法
華
文
句
』
『文
句
記
』
『輔
正
記
』
の
文
の
引
用
ぃ
の
あ
と
涌
出
品

中
の
弥
勒
菩
薩
の
疑
い
と
釈
尊
に
対
し
て
の
要
請
の

「我
等

ハ
復
夕
、
仏
ノ
随
宜
ノ
所
説
、
仏
ノ
所
出
ノ
言
、
未
ダ
曽
テ
虚
妄
ナ
ラ
ズ
ト

信
ジ
、
仏
ノ
所
知

ハ
皆
悉
ク
通
達
ス
ト
雖
モ
、
然
モ
諸
ノ
新
発
意
ノ
菩
薩
、
仏
ノ
滅
後
二
於
テ
若
シ
是
ノ
語
ヲ
聞
カ
バ
或
ハ
信
受
セ
ズ
シ

テ
法
ヲ
破
ス
ル
罪
業
ノ
因
縁
ヲ
起
サ
ン
。
唯
願
ク
ハ
世
尊
、
願
ク
ハ
為
二
解
説
シ
テ
我
等
ガ
疑
ヲ
除
キ
タ
マ
ヘ
。
及
ビ
未
来
世
ノ
諸
ノ
善

男
子
、
此
事
ヲ
聞
キ
己
テ
亦
疑
ヲ
生
ゼ
ジ
等
．√
響
」
の
文
を
引
き

「文
ノ
意
者′
寿
量
ノ
法
門
ハ
滅
後
ノ
為

二
之
ヲ
請
ス
ル
也
型
」
と
解

し
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
寿
量
品
の
失
心

・
不
失
心
の
文
を
引
き
、
不
失
心
の
者
に
つ
い
て
は

「久
遠
下
種

。
大
通
結
縁

・
乃
至
前
四
味

・

述
門
等
ノ

一
切
ノ
菩
薩
二
乗
人
天
等
ノ
本
門
二
於
テ
得
道
ス
ル
是
レ
也
‥
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
前
掲
本
門
の

一
往
の
釈

「所
謂

一
往
見

之
時
以
久
種
為
下
種
大
通
前
四
味
述
門
為
熟
至
本
門
令
登
等
妙
」
に
対
応
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
後
述
の

『
取
要
抄
』
の

「略

開
近
顕
遠
の
心
」
に
も
対
応
し
て
い
る
所
で
あ
る
。

さ
て
失
心
者
に
つ
い
て
は

「経
二
云
ク
、
余
ノ
心
ヲ
失

ヘ
ル
者

ハ

（私
に
中
略
）
我
今
当
二
方
使
ヲ
設
ケ
テ
此
薬
ヲ
服
セ
令
ム
ベ
シ
。

乃
至
是
ノ
好
キ
良
薬
ヲ
今
留
テ
此
二
在
ク
、
汝
取
テ
服
ス
ベ
シ
、
差
エ
ジ
ト
憂
フ
ル
コ
ト
勿
レ
。
是
ノ
教
ヲ
作
シ
已
テ
復
他
国
二
至
テ
使

ヲ
遣

ハ
シ
テ
還
テ
告
グ
等
．√
。
分
別
功
徳
品
二
云
ク
、
悪
世
末
法
ノ
時
等
．√
ど

と
あ

っ
て
、
次
に
第
二
四
問
答
に
入
り

「間
テ
日
ク
、

此
経
文
ノ
遣
使
還
告

ハ
如
何
。
答
テ
日
ク
、
四
依
也
。
四
依

二
四
類
有
り
。
（私
に
中
略
）
四
二
本
門
ノ
四
依
地
涌
千
界
ハ
末
法
ノ
始

ニ

必
ズ
出
現
ス
ベ
シ
。
今
ノ
遣
使
還
告

ハ
地
涌
也
。
是
好
良
薬
ト
ハ
寿
量
品
ノ
肝
要
タ
ル
名
体
宗
用
教
ノ
南
無
妙
法
蓮
華
経
是
也
。
此
良
薬

ヲ
ハ
仏
猶
述
化

二
授
与
シ
タ
マ
ハ
ズ
、
何

二
況
ヤ
他
方
ヲ
ヤ
ぽ
」
と
続
く
。

こ
の
あ
と
、
本
文
は
神
力
品
の
文
を
中
心
と
し
た
引
用
に
移
る
。
神
力
品
の

「な
ノ
時

二
千
世
界
微
塵
等
ノ
菩
薩
摩
訂
薩
ノ
地
従
り
涌

出
セ
ル
者
、
皆
仏
前
二
於
テ

一
心
二
合
掌
シ
尊
顔
ヲ
暗
仰
シ
テ
仏
二
白
シ
テ
言
サ
ク
、
世
尊
我
等
、
仏
ノ
滅
後
世
尊
分
身
所
在
ノ
国
土
滅



度
之
処

二
於
テ
当
二
広
ク
此
ヲ
説
ク
ベ
シ
等
．√
ッ
」
の
文
の
引
用
の
あ
と
、
天
台
の

『法
華
文
句
』
第
十
彎

道
遅
の

『輔
正
記
』
第
六

ぃ
の
文
を
引
き
、
地
涌
の
菩
薩
に
の
み
付
嘱
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
あ
と
、
「経
二
云
ク
、
小
ノ
時
二
世
尊
乃
至

一
切
ノ
衆
ノ
前
ニ

大
神
カ
ヲ
現
ジ
タ
マ
フ
。
広
長
舌
ヲ
出
シ
テ
上
梵
世

二
至
ラ
シ
メ
乃
至
十
方
世
界
ノ
衆
ノ
宝
樹
ノ
下
ノ
師
子
座
ノ
上
ノ
諸
仏
モ
亦
復
是
ノ

如
ク
広
長
舌
ヲ
出
シ
タ
マ
フ
等
．√
ｇ
」
と
経
を
引
い
て
神
力
品
の
吐
舌
相
の
諸
経
に
勝
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
「是
ノ
如
ク
十
神
カ
ヲ
現
ジ

テ
地
涌
ノ
菩
薩
二
妙
法
ノ
五
字
ヲ
嘱
累
シ
テ
云
ク
、
経

二
云
ク
、
示
ノ
時
二
仏
上
行
等
ノ
菩
薩
大
衆
二
告
タ
マ
ハ
ク
諸
仏
ノ
神
カ
ハ
是
ノ

如
ク
無
量
無
辺
不
可
思
議
ナ
リ
。
若
シ
我
レ
是
ノ
神
カ
ヲ
以
テ
無
量
無
辺
百
千
万
億
阿
僧
祇
劫
二
於
テ
嘱
累
ノ
為
ノ
故
二
此
経
ノ
功
徳
ヲ

説
ク
ト
モ
猶
尽
ス
コ
ト
能

ハ
ジ
。
要
ヲ
以
テ
之
ヲ
言
ハ
バ
如
来
ノ

一
切
ノ
所
有
之
法
、
如
来
ノ

一
切
ノ
自
在
ノ
神
力
、
如
来
ノ

一
切
ノ
秘

要
ノ
蔵
、
如
来
ノ

一
切
ノ
甚
深
之
事
、
皆
此
経

二
於
テ
宣
示
顕
説
ス
等
．Ｊ
。
天
台
云
ク
、
小
時
仏
告
上
行
従ョ
リ
下
ハ
第
二
結
要
付
属
ナ

リ
．√
響
」
と
、
十
神
力
を
現
し
て
地
涌
の
菩
薩
に
妙
法
五
字
を
嘱
累

（付
嘱
）
し
た
こ
と
を
、
天
台
が
結
要
付
嘱
と
釈
し
た
文
を
引
い

て
確
認
し
て
い
る
。
「
以
要
言
之
」
に
続
く
四
句
等
を
、
天
台
が
名
体
宗
用
教
の
五
重
玄
義
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
事
は
周
知
の
こ
と
ぃ
で
、

そ
れ
故
に
前
掲
の

「是
好
良
薬
寿
量
品
肝
要
名
体
宗
用
教
南
無
妙
法
蓮
華
経
是
也
」
と
は
、
神
力
品
の
付
嘱
か
ら
寿
量
品
を
解
し
て
い
る

の
は
明
ら
か
と
い
え
よ
う
。

結
要
付
嘱
の
文
は
更
に
伝
教
『法
華
秀
句
』
中
の
結
要
付
嘱
を
解
し
た
文
“
を
引
い
て
そ
れ
が
仏
の
果
分
の
所
証
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

本
仏
釈
尊
よ
り
本
化
地
涌

へ
の
付
嘱
が
遺
漏
な
く
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
十
神
力
も
ま

た

一
向
に
滅
後
の
為
で
あ
る
と
解
し
て
次
に
嘱
累
品
の
引
用
が
あ
る
。
即
ち

「次
下
ノ
嘱
累
品
に
云
ク
、
示
ノ
時
二
釈
迦
牟
尼
仏
、
法
座
従
り
起
テ
大
神
カ
ヲ
現
シ
タ
マ
フ
。
右
ノ
手
ヲ
以
テ
無
量
ノ
菩
薩
摩
訂
薩

ノ
頂
ヲ
摩
デ
テ
乃
至
今
以
テ
汝
等

二
付
属
ス
等
．√
。
地
涌
ノ
菩
薩
ヲ
以
テ
頭
卜
為
シ
テ
述
化
他
方
乃
至
梵
釈
四
天
等
二
此
経
ヲ
嘱
累
シ

タ
マ
フ
。
十
方
ヨ
リ
来
ル
諸
ノ
分
身
ノ
仏
各
本
土
二
還
リ
タ
マ
フ
。
乃
至
多
宝
仏
ノ
塔
還
テ
故
ノ
如
ク
シ
タ
マ
フ
ベ
シ
等
√
り
」
と
あ
っ

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考



″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

て
、
涌
出
品
に
涌
出
し
た
地
涌

の
菩
薩
は
妙
法
華
に
あ

っ
て
は
、

こ
の
嘱
累
品
ま
で
説
法

の
座
に
在
る
こ
と
に
な
り
、
「但
八
品
之
間

二

来
還
セ
リ
ご

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
前
掲

の
如
く
寿
量
品

の
引
用
文

の
と
こ
ろ
で

「
・
・
・
復
至
他
国
遣
使
還
告
等
一√
０
分
別
功

徳
品
云
悪
世
末
法
時
等

√̈
」
と
あ

っ
た
よ
う
に
、
地
涌

の
付
嘱
は
滅
後
末
法
の
為
と
解
さ
れ
、　
一
般
に

口‐‐［詢同嘲‐‐‐‐剛［嘲
一脚面をへ］郵螂ｒ日［嗣＝制劉詞嗣胴判引劃「国」「‐‐‐‐商解』は中論的

と
解
さ
れ
る
所
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
わ
ゆ
る
上
行
付
嘱
は
嘱
累
品
で
完
結
す
る
と
み
ら
れ
て
お
り
申

そ
の

理
由
か
ら
、
こ
の
節
の
終
り
と
し
て

「薬
王
品
已
下
乃
至
涅
槃
経
等

ハ
地
涌
ノ
菩
薩
去
り
了
テ
述
化
ノ
衆

。
他
方
ノ
菩
薩
等
ノ
為
二
重
テ

之
ヲ
付
属
シ
タ
マ
フ
。
招
拾
遺
嘱
是
也
り
」
と
述
べ
ら
れ
、
次
の
第
二
五
間
答
、
即
ち
付
嘱
を
受
け
た
地
涌
の
菩
薩
が
必
ず
滅
後
末
法
に

出
現
す
る
と
い
う
議
論
に
移
っ
て
ゆ
く
展
開
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
長
々
と

「本
門
序
正
流
倶
以
末
法
之
始
為
詮
」
の
根
拠
と
な
る
証
文
を
み
て
き
た
が
、
そ
の
主
た
る
経
文
は
涌
出

・
寿
量

・
神

力

・
嘱
累
の
四
品
で
あ
り
、　
一
貫
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
教
義
は
、
本
仏
釈
尊
の
本
化
地
涌
の
菩
薩
へ
の
五
字
七
字
の
題
目
の
付
嘱

（
こ

れ
を
伝
統
教
学
で
上
行
付
嘱
、
上
行
要
付
、
上
行
所
伝
な
ど
と
称
す
る
）
で
あ
り
、
そ
う
解
釈
す
る
原
拠
は

『法
華
取
要
抄
』
の
解
釈
と

対
照
す
る
と
き
寿
量
品
の
医
師
警
に
お
け
る
失
心
の
子
に
対
す
る

「遣
使
還
告
」
と

「是
好
良
薬
今
留
在
之
」
の
解
に
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
イ
ン
ド
の
釈
尊
の
入
滅
の
事
実
を
解
明
し
て

「方
便
現
涅
槃
」
と
示
さ
れ
た
所
に
本
仏
釈
尊
の
存
在
が
信
知
さ
れ
、
イ

ン
ド
の
釈
尊
に
即
し
て
本
仏
釈
尊
の
教
化
を
究
明
す
る
法
義

（伝
統
教
学
で
開
近
顕
遠
、
開
述
顕
本
、
発
述
顕
本
な
ど
と
称
す
る
）
が
展

開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
聖
人
に
よ
っ
て
、
本
門
が
末
法
の
為
で
あ
る
こ
と
を
、
開
近
顕
遠
に
焦
点
を
あ
て
て
、
再
度
詳
論
す
る
こ

と
の
必
要
性
を
感
じ
ら
れ
て
述
作
さ
れ
た
の
が
、
『法
華
取
要
抄
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



含
じ

『法
華
取
要
抄
』
の
文

『取
要
抄
』
で
は
、
漢
土
日
本
に
渡
来
し
た
経
論
の
勝
劣
に
つ
い
て
の
諸
見
解
を
と
り
あ
げ
る
な
か
で
、
こ
れ
に
は
法
華
経
法
師
品
の

已
今
当
三
説
超
過
の
説
が
大
事
で
あ
り
、
し
か
も
法
華
経
は
釈
尊

一
仏
の
み
な
ら
ず
多
宝
分
身
の
助
舌
が
あ
り
、
ま
た
諸
経
の
対
告
衆

と
し
て
は
地
涌
千
界
上
行
等
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
な
い
と
指
摘
し
、
進
ん
で
法
華
経
が
諸
経
に
勝
る
点
が
二
十
種
あ
る
が
、
そ
の
う
ち

三
五
の
二
法
が
最
要
で
あ
る
と
し
て
、
三
千
塵
点

・
五
百
億
塵
点
の
昔
よ
り
こ
の
娑
婆
世
界
は
教
主
釈
尊
の
愛
子
の
住
所
で
あ
る
と
、
釈

尊
と
娑
婆
世
界
の
深
重
な
関
係
を
確
認
す
る
所
か
ら
こ
の
遺
文
は
始
ま
っ
て
い
る
。
即
ち
後
の
所
で
開
近
顕
遠
の
義
を
問
題
と
す
る
背
景

を
ま
ず
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
当
面
の
文
節
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

間
フ
テ
日
ク
、
法
華
経
ハ
誰
人
ノ
為
二
之
ヲ
説
ク
乎
。
答
ヘ
テ
日
ク
、
方
便
品
自
り
人
記
品
二
至
ル
マ
デ
ノ
八
品
二
二
意
有
り
。
上

自
り
下
二
向
ッ
テ
次
第
二
之
ヲ
読
メ
バ
第

一
ハ
菩
薩
、
第
ニ
ハ
ニ
乗
、
第
二
は
凡
夫
也
。
安
楽
行
自
り
勧
持

・
提
婆

・
宝
塔

・
法
師

卜
逆
次
二
之
ヲ
読
メ
バ
滅
後
ノ
衆
生
ヲ
以
テ
本
卜
為
ス
。
在
世
ノ
衆
生
ハ
傍
也
。
滅
後
ヲ
以
テ
之
ヲ
論
ズ
レ
バ
正
法

一
千
年

。
像
法

一
千
年
ハ
傍
也
。
末
法
ヲ
以
テ
正
卜
為
ス
。
末
法
ノ
中
ニ
ハ
日
蓮
ヲ
以
テ
正
卜
為
ス
ノ
一
。

こ
れ
を
前
掲
の
『本
尊
抄
』
の
文
と
対
照
す
る
と
き
注
意
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
『本
尊
抄
』
の
述
門
正
宗
八
品
の
み
か
た
の
一
往
・再
往
を
、

こ
こ
で
は

「上
よ
り
下
に
向
っ
て
次
第
に
読
む
」
場
合
と

「安
楽
行
よ
り
勧
持
♂
法
師
と
逆
次
に
読
む
」
場
合
と
の
よ
う
に
説
明
が
よ

り
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
後
世
こ
れ
を
順
読

。
逆
読
と
称
し
て
聖
人
の
法
華
経
観
の
持
色
と
み
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で

あ
る
。
も
っ
と
も
再
往
の
場
合
の
証
文
に
つ
い
て

『本
尊
抄
』
で
は
法
師
。宝
塔
の

一
文
を
あ
げ
て

「勧
持
安
楽
等
可
見
之
」
と
さ
れ

『取

要
抄
』
の
方
は

「自
安
楽
行
勧
持
提
婆
宝
塔
法
師
」
と
品
名
を
経
と
は
逆
に
列
挙
し
、
そ
の
挙
げ
方
が
異
な
る
が
、
後
世
の
学
者
も
そ
こ

ま
で
は
問
題
と
せ
ず
、　
一
般
に
順
読
と
は
正
宗
正
意
、
す
な
わ
ち
正
宗
分
の
意
に
よ
っ
て
流
通
分
も
解
釈
す
る
立
場
で
あ
り
、
逆
読
と
は

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考



″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

流
通
正
意
、
す
な
わ
ち
流
通
分
の
意
で
正
宗
分
を
も
解
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
文
意
は

三
に
凡
夫

‐―
正

―

傍

と
図
解
さ
れ
る
り

こ
の
場
合
の

「末
法
中
以
日
蓮
為
正
」
と
は
ど
う
い
う
理
由
で
言
わ
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
『
取
要
抄
』

の
本
文
は
続
い
て

間
フ
テ
曰
ク
、
其
証
拠
如
何
。
答

ヘ
テ
日
ク
、
況
滅
度
後
ノ
文
是
也
。
疑
フ
テ
云
ク
、
日
蓮
ヲ
正
卜
為
ス
正
文
如
何
。
答
ヘ
テ
云
ク

有
諸
無
智
人
悪
口
罵
詈
等
及
加
刀
杖
者
等
一√
Ｏ
間
フ
テ
云
ク
、
自
讃

ハ
如
何
。
答
ヘ
テ
曰
ク
、
喜
ヒ
身

二
全
ル
ガ
故
二
堪

へ
難
ク

シ
テ
自
讃
ス
ル
也
響

と
興
味
深
い
問
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

『法
師
品
』
の

「如
来
ノ
現
在
ス
ラ
猶
恐
嫉
多
シ
、
況
ヤ
滅
度
ノ
後
ヲ
ヤ
ば
」
が
そ
う
で
あ

る
と
挙
げ
、
更
に
日
蓮
を
正
と
す
る
証
文
に
勧
持
品
の

「諸
ノ
無
智
ノ
人
、
悪
口
罵
詈
等
シ
及
ビ
刀
杖
ヲ
加
フ
ル
者
有
ン
、
我
等
皆
当
ニ

忍
ブ
ベ
シ
ッ
」
を
挙
げ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
証
文
は
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
日
蓮
聖
人
が
自
分
で
自
分
を
讃
め
る
も
の
で
は
な
い
か

と
更
に
問
い
を
設
け
た
後

「自
身
の
法
華
経
を
信
じ
て
行
う
姿
が
経
文
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
故
、
喜
び
の
あ
ま
り
こ
ら
え

ら
れ
ず
自
讃
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
告
白
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
部
分
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば

「法
華
経
述
門
が
日
蓮
が
為
」
と
い
う
こ
と
は
、
文
字
通
り
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
聖
人

一
人
の
為

で
あ
り
、
直
ち
に
我
々
凡
夫
の
為
と
い
う
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
果
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
は
、

本
門
の
場
合
を
み
た
後
で
、
全
体
と
し
て
再
考
し
た
い
。



『取
要
抄
』
で
は
続
い
て

間
フ
テ
日
ク
、
本
門
ノ
心
ハ
如
何
。
答
テ
日
ク
、
本
門
二
於
テ
ニ
ノ
心
有
り
。　
〓

一
ハ
涌
出
品
ノ
略
開
近
顕
遠
、
前
四
味
雄
ヒ
ニ
述

門
ノ
諸
衆
ヲ
シ
テ
脱
セ
シ
メ
ン
ガ
為
也
。
ニ
ニ
ハ
涌
出
品
ノ
動
執
生
疑
ヨ
リ

一
半
雄
ビ
ニ
寿
量
品
分
別
功
徳
品
ノ
半
品
、
已
上

一
品

二
半
、
広
開
近
顕
遠
卜
名
ク
。　
一
向
二
滅
後
ノ
為
也
留

と
記
さ
れ
て
い
る
。
『本
尊
抄
』
で

「以
本
門
論
之

一
向
以
末
法
之
初
為
正
機
」
と
云
わ
れ
た
と
同
じ
問
題
を
論
じ
る
の
に
、
こ
こ
で
は

「開
近
顕
遠
」
の
概
念
を
ふ
ま
え
て
展
開
さ
れ
る
。
　

「近
ヲ
開
シ
テ
遠
ヲ
顕
ス
」
と
は

「近
成
を
開
い
て
遠
成
を
顕
す
」
こ
と
。
す
な
わ

ち

一
般
に
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
を
開
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
法
華
経
の
寿
量
品
に
よ
れ
ば
仏
の
真
実
の
成
道
は
久
遠

の
音
に
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
教
説
〕
で
あ
る
。
こ
の

『
取
要
抄
』
の
今
の

一
節
に
つ
い
て
は
従
来
、
二
の
問
題
点
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
の

一
は

「広
開
近
顕
遠
」
と
み
る
経
文
の
範
囲

（文
節
）
が
天
台
の
科
文
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二

は
略

。
広
の
意
味
す
る
所
が
、
こ
れ
も
天
台
以
来
の
解
と
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第

一
に
つ
い
て
は
、
別
に
近
く
私
見
を
発

表
し
て
御
批
判
を
仰
ぐ
予
定
で
あ
る
か
ら
拙
稿
で
は
ふ
れ
ず
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
は

『本
尊
抄
』
と
も
関
連
し
つ
つ
考
察
し
た
い
。

さ
て
、
こ
の

一
節
で
も
う

一
つ
注
意
し
た
い
の
は
既
に
引
用
し
た
所
で
も

「本
門
心
如
何
」
「於
本
門
有
二
心
」
と
あ
り
、
更
に
次
の

節
で
も

「略
開
近
顕
遠
心
」
と

「心
」
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
が
前
掲
両
箇
の
問
題
に
も
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
意
外
に
見
す
ご
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

間
フ
テ
曰
ク
、
略
開
近
顕
遠
ノ
心
ハ
如
何
。
答

ヘ
テ
云
ク
、
文
殊

。
弥
勒
等
ノ
諸
大
菩
薩

・
梵
天

・
帝
釈

。
日

ｏ
月

・
衆
星

。
龍
王

等
、
初
成
道
ノ
時
ヨ
リ
般
若
経
二
至
ル
己
来

ハ
一
人
モ
釈
尊
ノ
御
弟
子
二
非
ズ
。
此
等
ノ
菩
薩
天
人

ハ
初
成
道
ノ
時
未
ダ
説
法
シ
タ

マ
ハ
ザ
ル
已
前

二
不
思
議
解
脱
二
住
シ
テ
我
与
別
円
二
教
ヲ
演
説
ス
。
釈
尊
其
後
二
阿
含

・
方
等

・
般
若
ヲ
宣
説
シ
タ
マ
フ
。
然
リ

ト
雖
モ
全
ク
此
等
ノ
諸
人
ノ
得
分
に
非
ズ
。
既
二
別
円
二
教
ヲ
知
リ
ヌ
レ
バ
蔵
通
ヲ
モ
又
知
レ
リ
。
勝

ハ
劣
ヲ
兼
ヌ
ル
是
也
。
委
細

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考



″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

二
之
ヲ
論
ゼ
バ
或

ハ
釈
尊
ノ
師
匠
ナ
ル
軟
。
善
智
識
ト
ハ
是
也
。
釈
尊
二
随
フ
エ
非
ズ
。
法
華
経
ノ
述
門
ノ
八
品
二
来
至
シ
テ
始
テ

未
聞
之
法
ヲ
聞
テ
此
等
ノ
人
々
ハ
弟
子
卜
成
リ
ヌ
。
舎
利
弗

。
目
連
等

ハ
鹿
苑
自
り
已
来
初
発
心
ノ
弟
子
也
。
然
リ
ト
雖
モ
権
法
ノ

ミ
ヲ
許
セ
リ
。
今
法
華
経
二
来
至
シ
テ
実
法
ヲ
授
与
シ
、
法
華
経
ノ
本
門
ノ
略
開
近
顕
遠
二
来
至
シ
テ
華
厳
自
リ
ノ
大
菩
薩
上
一乗
。

大
梵
天

・
帝
釈

。
日

・
月

・
四
天

。
龍
王
等
、
位
妙
覚
二
隣
り
又
妙
覚
ノ
位
二
入
ル
也
。
若
シ
ホ
者
今
我
等
天
二
向
テ
之
ヲ
見
レ
バ

生
身
ノ
妙
覚
ノ
仏
ガ
本
位

二
居
シ
テ
衆
生
ヲ
利
益
ス
ル
是
レ
也
ぽ

以
上
が

「略
開
近
顕
遠
の
心
」
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
節
の
前
半
の
文
殊

・
弥
勒
な
い
し
日
月
衆
星
龍
王
等
が
既
に
別
円
二
教

を
知
り
釈
尊
の
善
智
識
で
あ

っ
た
が
、
法
華
経
述
門
で
は
じ
め
て
釈
尊
の
弟
子
と
な

っ
た
と
い
う
説
明
の
箇
所
は

『開
目
抄
』
に
よ
く
似

た

一
節
ぃ
が
あ
る
。
然
し
、
本
門
の
略
開
近
顕
遠
の
所
で
華
厳
会
よ
り
の
大
菩
薩
な
い
し
龍
王
等
が
位
隣
大
覚
あ
る
い
は
妙
覚
の
位
と
な
っ

た
、
即
ち
脱
益
を
得
た
、
と
い
う
の
は

『取
要
抄
』
で
強
調
さ
れ
る
所
で
あ
り
、
「我
等
向
天
見
之
生
身
妙
覚
仏
居
本
位
利
益
衆
生
是
也
」

と
は
、
草
案
の

『
取
要
抄
』
で
は
更
に
詳
し
い
記
述
と
な

っ
て
お
り
、
聖
人
が
日
月
衆
星
を
生
身
の
仏
と
み
て
敬

っ
て
お
ら
れ
た
明
文
６

と
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
略
開
近
顕
遠
を
在
世
脱
益
に
、
広
開
近
顕
遠
を
末
法
下
種
に
配
当
す
る
の
は
、
天
台
の
解
に
対
し
て

は
破
格
で
あ
る
ぃ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

然
し
聖
人
が

「略
開
近
顕
遠
の
心
」
を
、
在
世
脱
益
げ
の
所
に
み
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
、
そ
れ
は

『本
尊
抄
』
の
本
門

の

一
往
の
釈
ぃ
に
同
じ
で
あ
る
の
は
先
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
即
ち
地
涌
の
菩
薩
の
開
顕
が

一
切
の
九
界
の
衆
生
の
本
門
に
お
け
る
成
道

を
明
す
も
の
と
す
る
意
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

次
に

「本
門
の
二
の
心
」
の
第
二
、
広
開
近
顕
遠
の
心
に
つ
い
て

問
フ
テ
曰
ク
、
誰
人
ノ
為
二
広
開
近
顕
遠
ノ
寿
量
品
ヲ
演
説
ス
ル
乎
。
答

ヘ
テ
曰
ク
、
寿
量
品
ノ

一
品
二
半

ハ
始
自
り
終
二
至
マ
デ

正
シ
ク
滅
後
ノ
衆
生
ノ
為
ナ
リ
。
滅
後
之
中
ニ
ハ
末
法
今
時
ノ
日
蓮
等
ガ
為
也
ぽ



と
あ

っ
て
、
「広
開
近
顕
遠
ノ
寿
量
品
」
「寿
量
品
ノ

一
品
二
半
」
を
ど
う
解
す
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
本
門
正
宗
の

一
品
二
半
が
仏
滅
後

末
法
の
日
蓮
等
の
為
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
『本
尊
抄
』
の
第
四
三
段
の
正
宗

一
品
二
半
は

「在
世
本
門
」
「彼
脱
」
と
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
上
に

「
一
品
二
半
以
外
は
小
邪
未
覆
」
の

「
一
品
二
半
」
と

「寿
量
の
序
分
」
の
寿
量
も

共
に
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
文
は
続
い
て

疑
フ
テ
云
ク
、
此
法
門
前
代

二
未
ダ
之
ヲ
聞
カ
ズ
。
経
文

二
之
レ
有
り
乎
。
答
ヘ
テ
日
ク
、
予
ガ
智
、
前
賢
二
超
エ
ズ
、
設
ト
ヒ
経

文
ヲ
引
ク
ト
雖
モ
誰
人
力
之
ヲ
信
ゼ
ン
。
下
和
力
滞
泣
伍
子
膏
ノ
悲
傷
是
レ
也
。
然
リ
ト
雖
モ
略
開
近
顕
遠
動
執
生
疑
之
文
二
云
ク
、

然
レ
ド
モ
諸
ノ
新
発
意
ノ
菩
薩
、
仏
ノ
滅
後
二
於
テ
若
シ
是
ノ
語
ヲ
聞
カ
バ
或

ハ
信
受
セ
ズ
シ
テ
法
ヲ
破
ス
ル
罪
業
ノ
因
縁
ヲ
起
サ

ン
等
．Ｊ
。
文
ノ
心
者′
寿
量
品
ヲ
説
カ
ズ
ン
バ
末
代
ノ
凡
夫
皆
悪
道

二
堕
セ
ン
等
也
。
寿
量
品
二
云
ク
、
是
ノ
好
キ
良
薬
ヲ
今
留
テ

此
二
在
ク
等
一√
０
文
ノ
心
者′
上

ハ
過
去
ノ
事
ヲ
説
ク
ニ
似
タ
ル
様
ナ
レ
ド
モ
此
文
ヲ
以
テ
之
ヲ
案
ズ
ル
ニ
滅
後
ヲ
以
テ
本
卜
為
ス
。

先
ツ
先
例
ヲ
引
ク
也
。
分
別
功
徳
品
二
云
ク
、
悪
世
末
法
ノ
時
等

√
。
神
力
品
二
云
ク
、
仏
滅
度
ノ
後

二
能
ク
是
ノ
経
ヲ
持
タ
ン

ヲ
以
テ
ノ
故
二
諸
仏
皆
歓
喜
シ
テ
無
量
ノ
神
カ
ヲ
現
シ
タ
マ
フ
等
．ぎ
。
薬
王
品
二
云
ク
、
我
滅
度
ノ
後
、
後
ノ
五
百
歳
ノ
中
二
広

宣
流
布
シ
テ
閻
浮
提
二
於
テ
断
絶
セ
シ
ム
ル
コ
ト
無
ケ
ン
等
．Ｊ
。
又
云
ク
、
此
経

ハ
則
チ
為コ
レ
閣
浮
提
ノ
人
ノ
病
之
良
薬
ナ
リ
等
一√
Ｏ

涅
槃
経

二
云
ク
、
讐

ヘ
バ
七
子
ノ
如
シ
。
父
母
平
等
ナ
ラ
ザ
ル
ニ
非
レ
ド
モ
然
モ
病
者

二
於
テ
心
即
チ
偏

二
重
シ
等
．√
。
七
子
之

中
ノ
第

一
第
ニ
ハ
一
聞
提
謗
法
ノ
衆
生
也
。
諸
病
之
中
ニ
ハ
法
華
経
ヲ
謗
ズ
ル
ガ
第

一
ノ
重
病
也
。
諸
薬
之
中
ニ
ハ
南
無
妙
法
蓮
華

経

ハ
第

一
ノ
良
薬
也
。
此

一
閻
浮
提

ハ
縦
広
七
千
由
善
那
八
万
ノ
国
之
レ
有
り
。
正
像
二
千
年
之
間
、
未
ダ
広
宣
流
布
セ
ズ
。
法
華

経
ヲ
当
世
二
当
テ
ゝ
、
流
布
セ
令
メ
ズ
ン
者
釈
尊

ハ
大
妄
語
ノ
仏
、
多
宝
仏
ノ
証
明

ハ
泡
沫

二
同
ジ
ク
、
十
方
分
身
ノ
仏
ノ
助
舌
モ

芭
蕉
ノ
如
ク
ナ
ラ
ン
ぽ

と
。
こ
こ
で
は
従
地
涌
出
品
の

（天
台
の
分
科
で
い
え
ば
本
門
正
宗

一
品
二
半
の
う
ち
、
涌
出
品
の
略
開
近
顕
遠
動
執
生
疑
の
下
の
因
疑
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更
請
の
下
、
長
行
の
う
ち
の
騰
疑
致
請
中
讐
説
の
下
の
）
文
を
引
い
て
、
「寿
量
品
を
説
か
な
け
れ
ば
末
代
の
凡
夫
が
み
な
悪
道
に
堕
ち

る
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
意
で
あ
る
と
示
し
、
更
に
寿
量
品
の
医
師
讐
の
う
ち
是
好
良
薬
今
留
在
此
の
文
を
引
い
て
、
こ
の
文
の
意
か
ら
す

る
と
在
世
に
寿
量
品
を
説
く
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
実
は
滅
後
の
為
に
と
い
う
こ
と
を
本
意
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
解

す
る
。
医
師
の
讐
に
つ
い
て
は

『本
尊
抄
』
の
文
で
み
た
よ
う
に
、
「遣
使
還
告
」
と

「是
好
良
薬
」
の
両
文
を
特
に
注
意
し
て
、
滅
後

末
法
の
題
目
下
種
の
為
に
地
涌
の
菩
薩
に
題
目
を
付
嘱
さ
れ
た
こ
と
と
解
さ
れ
た
所
で
あ
る
。
『
取
要
抄
』
で
は
以
下
、
分
別
功
徳
品

。

神
力
品

・
薬
王
品
を
引
き
滅
後
末
法
の
為
で
あ
る
こ
と
を
更
に
確
認
し
、
涅
槃
経
の
七
子
の
讐
を
あ
げ
て
釈
尊
の
慈
悲
が
滅
後
末
法
の

一

聞
提

・
謗
法
の
我
々
に
対
し
て
最
上
の
良
薬
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
を
入
れ
て
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
五

字
七
字
の
題
目
が
末
法
に
必
ず
広
ま
ら
な
け
れ
ば
三
仏
が
嘘
を
言
っ
た
こ
と
に
な
る
と
、
末
法
の
流
布
を
確
信
し
、
以
下
の
節
で
も

疑
フ
テ
云
ク
、
多
宝
ノ
証
明

。
十
方
ノ
助
舌

・
地
涌
ノ
涌
出
、
此
等

ハ
誰
人
ノ
為
ゾ
乎ャ
Ψ

と
問
い
、
仏
在
世
に
は
無
智
の
者
が
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
在
世
の
為
で
は
な
い
と
し
、

随
テ
経
文
二
況
滅
度
後
令
法
久
住
等
一∫
Ｏ
此
等
ノ
経
文
ヲ
以
テ
之
ヲ
案
ズ
ル
ニ
偏
二
我
等
ガ
為
ナ
リ
８

と
断
じ
て
、
天
台
の

『法
華
文
句
』
中
の

「後
五
百
歳
遠
浩
妙
道
」
、
伝
教
の

『守
護
国
界
章
』
中
の

「正
像
稽
過
己
末
法
太
有
近
」
の

両
文
を
引
き
、
末
法
に
こ
そ
流
布
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
こ
の
節
を
終
え
て
い
る
。

『
取
要
抄
』
は
、
こ
の
あ
と
滅
後
二
千
余
年
に
龍
樹

。
天
親

・
天
台

。
伝
教
の
弘
め
残
し
た
秘
法
と
し
て

「本
門
本
尊
与
戒
壇
与
題
目

五
字
」
の
い
わ
ゆ
る
三
秘
を
あ
げ
、
特
に
末
法
は

「
一
閻
浮
提
皆
謗
法
卜
為
り
了
ン
ヌ
。
逆
縁
ノ
為

ニ
ハ
但
妙
法
蓮
華
経
ノ
五
字

二
限
ル

耳
。」
と
述
べ
、
殊
に
「日
蓮
ハ
広
略
ヲ
捨
テ
ゝ
、
肝
要
ヲ
好
ム
。
所
謂
ル
上
行
菩
薩
所
伝
ノ
妙
法
蓮
華
経
ノ
五
字
也
ピ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
故
に
、
「広
開
近
顕
遠
は
末
法
の
為
」
と
い
う
理
由
も
、
本
門
が
上
行
要
付

（
こ
こ
で
は
上
行
所
伝
）
の
教
義
を
説
く
故
に
末
法
の

為
で
あ
る
と
聖
人
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
、
『本
尊
抄
』
と
も

一
致
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



三
、
本
門
序
正
流
通
と

一
品
二
半

繁
雑
と
な

っ
た
が
、
「法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
」
と
い
う
理
由
は

「上
行
要
付
」
の
教
義
に
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
し
て
、

そ
れ
な
ら
ば
何
故
に

『本
尊
抄
』
で
は

「本
門
序
正
流
通
」
、
『
取
要
抄
』
で
は

「広
開
近
顕
遠
」
を
手
が
か
り
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『本
尊
抄
』
で
第
四
本
門
三
段
か
ら
第
五

「
又
本
門
」
三
段

へ
の
展
開
を
み
る
と
、
本
門
の
開
顕
の

「
開
近
顕
遠
」
の
内
容
を
、
天
台

の
化
道
論
、
三
益
論
等
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
「第
三
の
法
門
ど

の
立
場
か
ら
法
界
の
経
教
全
体
を
論
じ
、
そ
の
上
で
付
嘱
論
。

下
種
論
に
よ
っ
て
、
末
法
の
為
の
教
を
論
じ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
ッ

そ
こ
で
第
五
三
段
の

「以
本
門
論
之

一
向
以
末
法
之
初
為
正
機
」
の

一
往
の
釈

「以
久
種
為
下
種
大
通
前
四
味
述
門
為
熟
至
本
門
令
登

等
妙
」
は
久
遠
五
百
塵
点
の
当
初
の
仏
種
子
の
下
種
が
、
大
通
結
縁
以
来
述
門
ま
で
の
熟
益
を
経
て
、
本
門

一
品
二
半
で
脱
益
し
た
こ
と

を
確
認
し
た
も
の
で
、
先
述
の
如
く
、
『
取
要
抄
』
で
は
こ
れ
を

「略
開
近
顕
遠
の
心
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
本
門

の
序
正
流
通
に
説
か
れ
る
上
行
付
嘱
の
教
義
に
よ
っ
て
、
滅
後
末
法
の
衆
生
の
成
仏
の
確
か
な
道
す
じ
が
示
さ
れ
る
故
に

「本
門
序
正
流

通
倶
以
末
法
之
始
為
詮
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
本
門
序
正
流
通

（前
説
の
如
く
、
本
化
地
涌
の
在
座
は
本
門
八
品
で
あ
り

薬
王
品
以
下
は
招
拾
遺
嘱
で
あ
る
か
ら
、
実
質
は
本
門
八
品
の
こ
と
と
な
る
）
の
中
の

一
品
二
半
は
、
第
四
本
門
三
段
正
宗
の
脱
の

一
品

二
半
と
は
異
な
り
、
下
種
の
為
の
種
子
を
詮
顕
す
る

一
品
二
半
と
い
う
こ
と
に
な
る
９

再
考
す
れ
ば
、
『本
尊
抄
』
で

「
一
品
二
半
」
と
は
第
四
本
門
三
段
の
正
宗
分
で
あ
り
、
「在
世
本
門
」
「彼
脱
」
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外

の
三
世
十
方
微
塵
の
経
教
を

「小
乗
教

・
邪
教

・
無
得
道
教

・
覆
相
教
」
と
破
す
る
経
教
で
あ
る
が
、
又

一
方
で
は

「本
門
序
正
流
通
」

中
の

「
一
品
二
半
」
と
し
て
、
「末
法
之
初

（
の
本
門
と

「此
種
」
と
さ
れ
る
経
教
で
も
あ
る
。
『本
尊
抄
』
で
は
前
者
が
強
調
さ
れ
る

一

方
で
、
後
者
の

「
一
品
二
半
」
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
な
説
明
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
後
世
、
文
上

。
文
底
の
概
念
や
、
教
相

に
即
す
る
観
心
と
い
い
な
が
ら
教
観
相
対
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る

一
つ
の
理
由
と
な
っ
た
か
と
管
見
で
は
推
測
す
る
所
で
あ
る
。
然
し
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『
取
要
抄
』
は
、
「広
開
近
顕
遠
の
心
」
と
称
し
つ
つ
、
経
教
と
し
て
の

一
品
二
半
を
、
「末
法
今
時
の
日
蓮
等
が
為
」
と
規
定
し
て
お
り
、

『本
尊
抄
』
に
照
せ
ば

「此
種
」
に
当
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
故
に

一
品
二
半
は
、
ヨ

同
に
純
円
」
＝
種
脱

一
双
の
上
に
、
在
世
正
宗
・

脱
と
、
滅
後
末
法
の
正
説

・
種
の
両
義
が
、
聖
人
に
よ
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

『本
尊
抄
』
『
取
要
抄
』
の
対
照
に
よ
っ
て

明
了
と
な
り
、
こ
の
こ
と
が
、
聖
人
の

『取
要
抄
』
を
著
さ
れ
た
主
な
理
由
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
所
で
あ
る
。
但
し
、
種
の

一
品
二
半
は
、

あ
く
ま
で

一
向
に
滅
後
末
法
の
為
で
あ
る

「本
門
の
序
正
流
通
」
中
の

一
品
二
半
で
あ
り
、
末
法
の
題
目
下
種
の
根
拠
と
な
る
上
行
付
嘱

を
明
す
経
教
中
の

一
品
二
半
な
る
故
に

「
一
向
滅
後
末
法
の
為
」
で
あ
る
と
い
う
複
雑
な
説
明
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
『本
尊
抄
』
の
第

五
三
段
の
結
文
は

「在
世
本
門
末
法
之
初

一
同
純
円
也
、
但
彼
脱
此
種
也
、
彼

一
品
二
半
此
但
題
目
五
字
也
。
」
と
な

っ
た
も
の
と
み
て
、

こ
れ
を
影
略
互
顕
ぃ
の
文
と
解
す
る
の
は
、
大
い
に
理
由
の
あ
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
五
三
段
の
正
宗
分
は

「寿
量
ご

と

い
う
表
現
と
な
り
、
ま
た

『取
要
抄
』
で
は
寿
量
品
の
医
師
警
の
解
を
も
ふ
ま
え
て
、
「広
開
近
顕
遠
の
心
」
と
表
現
さ
れ
た
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
留

そ
こ
で
、
経
文
と
し
て
は
本
門

一
品
二
半
の
開
近
顕
遠
に
よ
っ
て
久
遠
下
種
以
来
の
本
仏
釈
尊
の
教
化
が
、
本
門

一
品
二
半
の
脱
益
に

極
ま
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
ｒ
ｃ
と
と
同
時
に
、
重
層
的
に
涌
出
品
第
十
五
か
ら
嘱
累
品
第
二
二
ま
で
の
本
門
八
品

（薬
王
品
以
下
六

品
、
涅
槃
経
等
は
嘱
累
品
の
所
摂
）
に
は
、
本
仏
釈
尊
に
よ
る
地
涌
菩
薩

へ
の
題
目
の
付
嘱
が
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
末
法
の
未
下
種

の
衆
生
に
対
す
る
下
種
の
根
拠
ｍ
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
門
序
正
流
通

（本
門
八
品
）
は
末
法
の
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
ま
た
寿
量
品
所
説
の
医
師
讐
に
お
け
る
失
心
の
衆
生
に
対
す
る
救
済
と
同
様
に
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
『本
尊
抄
』

の
意
を
開
近
顕
遠
の
観
点
か
ら
改
め
て
詳
説
し
た
の
が

『
取
要
抄
』
と
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
管
見
に
お
け
る
試
論
で

あ
る
。



四
、
「
日
蓮
が
為
」
と
は

前
掲
の
通
り
に
、
『本
尊
抄
』
で
は
述
門
は

一
往
は
菩
薩
。凡
夫
が
傍
、
最
往
は
凡
夫
正
像
末
が
正
、
中
に
も
末
法
の
始
が
正
中
正
と
さ
れ
、

本
門
は

一
向
に
末
法
の
初
が
正
機
と
さ
れ
た
。
末
法
の
初
は
謗
法
の
国
、
悪
機
と
さ
れ
る
。
同
抄
で
は
前
掲
の
外
に

已
前
ノ
明
鏡
ヲ
以
テ
仏
意
ヲ
推
知
ス
ル
ニ
仏
ノ
出
世

ハ
霊
山
八
年
ノ
諸
人
ノ
為
二
非
ズ
、
正
像
末
ノ
人
也
。
又
正
像
二
千
年
ノ
人
ノ

為
二
非
ズ
、
末
法
ノ
始
予
ガ
如
キ
者
ノ
為
也
。
然
於
病
者
卜
云
フ
ハ
滅
後
ノ
法
華
経
誹
謗
ノ
者
ヲ
指
ス
也
‥

あ
る
い
は

「不
識

一
念
三
千
者

・
・
・
末
代
幼
稚
ピ

と
も
あ
る
。

一
方
、
『
取
要
抄
』
で
は
、
述
門
順
読
の
場
合
は
第
三
が
凡
夫
、
逆
読
の
場
合
は
末
法
を
以
て
正
と
し
末
法
の
中
に
は
日
蓮
を
正
と
す

と
あ
る
雪

そ
し
て
そ
れ
は

「喜
余
身
故
難
堪
自
讃
也
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
又
、
本
門
広
開
近
顕
遠
の
心
は
、
正
し
く
滅
後
の
衆
生

の
為

「滅
後
ノ
中
ニ
モ
末
法
今
時
ノ
日
蓮
等
ガ
為
也
」
と
あ
る
。
又
、
「末
代
凡
夫
」
ヨ

閻
浮
提
皆
謗
法
」
「我
門
弟
順
縁
日
本
国
逆
縁
」

等
と
も
あ
る
。

『本
尊
抄
』
『取
要
抄
』
共
に
、
本
門
は

一
向
に
滅
後
末
法
の
衆
生
の
為
で
あ
り
、
末
法
の
衆
生
は
法
華
経
誹
謗

（謗
法
）
の
者
、
悪
機
、

不
識

一
念
三
千
者
、
幼
稚
、
凡
夫
等
と
表
現
さ
れ
、
門
弟
以
外
は
逆
縁
と
も
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
末
法
の
機
に
お
い
て
共
通
に
重
視

さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
だ
仏
種
を
植
え
ら
れ
て
い
な
い
機

（未
下
種
の
機
）
と
さ
れ
て
い
る
ｒ
ｃ
と
で
、
そ
れ
故
に
上
行
要
付
に
基
づ
く

末
法
下
種
が
唯

一
の
成
仏
の
道
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
地
涌
の
出
現
が
望
ま
れ
る
時
、
日
蓮
聖
人
は
法
華
経
の
行
者
と
し
て

法
華
経
を
弘
め
難
に
値

っ
た
こ
と
が
、
法
華
経
の
文
に
符
合
し
、
そ
の
喜
こ
び
を
述
門
逆
読
の
場
合
に
お
い
て

「末
法
之
中
ニ
ハ
日
蓮
ヲ

以
テ
正
卜
為
ス
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
ラＣ
の
点
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
「
日
蓮
等
の
為
」
と
は
文
字
通
り
聖
人

一
人
の
為
で
あ
り
、

我
々
凡
夫
は
、
聖
人
に
よ
っ
て
題
目
を
下
種
さ
れ
て
は
じ
め
て
法
華
経
が
我
々
の
為
と
も
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

但
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
聖
人
の
信
者
以
外
の
人
の
中
に
、
聖
人
が
自
ら
を
地
涌
上
行
の
応
化
に
擬
す
る
こ
と
は
、
尊
大
あ
る
い
は

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考



″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

思
い
あ
が
り
と
異
和
感
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
。
無
論
、
聖
人
の
立
場
と
し
て
そ
の
理
由
は
あ
る
ぃ
の
で
あ
る
が
、
近
代
の
個
人
主
義
を

承
け
た
人
々
は
、
個
人
の
煩
悩

・
業
を
問
題
と
す
る
親
鸞
聖
人
の
方
に
心
を
寄
せ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
考
察

す
る
に
は
紙
数
を
超
え
て
い
る
の
で
別
稿
に
譲
り
た
い
が
、
私
見
で
は
、
宗
祖
が
決
し
て
自
己
の
実
存
を
問
題
と
し
て
い
な
い
の
で
は
な

く
、
た
だ
親
鸞
聖
人
と
は
問
題
と
す
る
仕
方
が
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は

『佐
渡
御
書
』

『開
目
抄
』
に
お
け
る
自
己

の
罪
障

へ
の
反
省
や
、
十
界
互
具
論
の
展
開
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
『開
目
抄
』
の

「此

一
念
三
千
も
我
等

一
分
の
慧
解
も
な
し
雪
」

に
端
的
に
実
存
の
あ
り
よ
う
が
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
ッ

五
、
結
語

「法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
」
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の
は

『本
尊
抄
』
『取
要
抄
』
共
に
上
行
要
付
の
教
義
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
述
門

が
再
往

（逆
読
）
末
法
の
為
と
い
う
の
は
本
門
の
助
証
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て

「日
蓮
が
為
」
と
は
、
上
行
自
覚
に
お
け
る

宗
祖

一
人
の
こ
と
の
よ
う
に
受
取
ら
れ
る
が
、
教
義
の
本
質
に
お
い
て
は
、
日
蓮
が
為
と
は
直
ち
に
我
々
凡
夫
の
為
と
解
さ
れ
よ
う
。

そ
し
て
、
聖
人
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
法
華
経
は

「在
世
の
法
華
経
」
に
対
す
る
に

「末
法
の
法
華
経
」
と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
響

滅
後
正
像
二
時
は
、
聖
人
教
学
で
は
在
世
と
程
度
に
於
て
異
な
る
が
同
質
の
時
と
さ
れ
、
末
法
は
異
質
な
時
と
考
え
ら
れ
て
い
る
”

か
ら
で
あ
る
。

註

０

『観
心
本
尊
抄
』
『法
華
取
要
抄
』
共
に
原
文
は
漢
文
体
で
あ
る
が
、
引
用
文
は
原
則
と
し
て
書
き
下
し
文
と
し
た
。

②
　
『
日
蓮
宗
読
本
』
改
訂
版

（立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
、
平
成
元
年
版
、
平
楽
寺
書
店
）

一
二
九
頁
以
下
に

『取
要
抄
』
の
順
読
。

逆
読
等
を
根
拠
と
し
て

「在
世
の
法
華
経

・
滅
後
の
法
華
経
」
の
み
か
た
を
示
し
て
い
る
。



(4) (3)(6) (5)

『親
鸞
集
　
日
蓮
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
）
二

一
三
頁

両
抄
に
関
す
る
注
釈
書

・
解
釈
書
は
多
く
、
直
ち
に
そ
の
全
部
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
然
し
、
最
近
の

定
評
あ
る
注
釈
書
は
、
解
説
者
に
於
て
必
要
と
さ
れ
る
先
師
の
説
を
引
用
し
つ
つ
、
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
『本
尊
抄
』

に
つ
い
て
は
、
浅
井
園
道
著

『観
心
本
尊
抄
』
（仏
典
講
座
三
八
、
大
蔵
出
版
刊
、
昭
和
五
七
年
）
と
株
橋
日
涌
著

『観
心
本
尊
紗
講
義
』

（法
華
宗

《
本
門
流
》
宗
務
院
刊
、
昭
和
六
二
年
完
結
）
を
参
考
と
し
、
『法
華
取
要
抄
』
に
つ
い
て
は
鈴
木

一
成
著

『
日
蓮
聖
人
御

遺
文
講
義
第
七
巻
』
（
日
本
仏
書
刊
行
全
刊
、
昭
和
五
五
年
再
版
）
と
高
田
恵
忍
著

『
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
講
義
第
十
三
巻
』
（ピ
タ

カ
刊
、
昭
和
五
三
年
復
刻
版
）
を
参
照
し
た
。
猶
、
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
歴
史
篇
』
（立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
、
昭
和
六
十

年
）
と

『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
教
学
篇
』
（立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
、
平
成
十
五
年
）
も
参
考
と
し
た
。
語
句
、
文
章
の
解

釈
に
於
て
は
先
師
の
説
に
肯
く
所
が
多
い
が
、
疑
間
に
思
う
の
は
株
橋
先
生
の
著
を
除
く
他
の
解
釈
は
、
文
上

。
文
底
の
概
念
を
導

入
し
て
い
る

（茂
田
井
教
亨
著

『観
心
本
尊
抄
講
讃
』
下
巻
九
二
四
頁
で
は
教
観
相
対
と
。
）
こ
と
で
、
『本
尊
抄
』
に
対
す
る
に

『取

要
抄
』
が
著
さ
れ
た
こ
と
は
、
寿
量

一
品
二
半
の
経
教
に
つ
い
て
文
上

。
文
底
ま
た
は
教

・
観
の
相
対
に
よ
ら
ず
に
種

・
脱
の
概
念

で
解
釈
さ
れ
た
点
が
注
意
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
既
に
先
師
の
主
張
も
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
両
抄
よ
り
す
る
こ
の
提
起
が

拙
稿
の
主
眼
の

一
で
あ
る
。

定
遺
七

一
三
頁

こ
の
五
重
三
段
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
本
述

一
致
派
の
諸
師
は
多
く
四
重
三
段
と
称
し
て
い
る
。
そ
れ
は
述
門
三
段
と
本
門
三
段

を
二
経
六
段
と
称
し
て

一
括
す
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
、
聖
人
は
、
両
三
段
の
教
主
と
所
説
の
法
門
と
を
比
較
し
、
本
門
三
段
に
つ

い
て

「其
教
主
ヲ
論
ズ
レ
バ
始
成
正
覚
ノ
釈
尊

二
非
ズ
。
所
説
ノ
法
門
モ
亦
天
地
ノ
如
シ
」
と
述
門
三
段
を
破
し
、
次
に

「
又
本
門

十
四
品
ノ

一
経
二
序
正
流
通
有
り
」
と
第
五
の
三
段
を
問
題
と
す
る
。
従

っ
て
、
述
門
三
段
と
本
門
三
段
を
並
列
し
て
二
経
六
段
と

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考



(16)(15)(14)(13)(12)(11)(10) (9) (8) (7)

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

一
括
す
る
こ
と
に
は
疑
間
が
あ
る
。
こ
の

一
連
の
三
段
の
考
察
は
、
釈
尊

一
代
の
説
法
の
正
宗

（正
説
）
を
究
責
し
て
本
門
十
四
品

中
の
正
宗

（涌
出
品
の
後
半

。
寿
量
品

。
分
別
功
徳
品
の
前
半
の
い
わ
ゆ
る

一
品
二
半
）
に
求
め
、
そ
の
寿
量
品
の
内
容
を
根
拠
と

し
て
三
世
十
方
微
塵
の
経
教
を
対
象
と
し
つ
つ
仏
滅
後
末
法
の
衆
生
の
為
の
仏
法
を
詮
顕
せ
ん
と
す
る
教
判
と
み
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
五
の
三
段
も
教
相
の
上
で
考
え
る
べ
き
で
所
判
の
範
囲
か
ら
先
師
の
示
教
の
中
で
は
法
界
三
段
の
名
称
が
妥

当
と
思
わ
れ
る
が
、
題
目
信
行
の
根
拠
と
な
る
故
に
、
観
心
の
三
段
等
と
言
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
教
相

を
離
れ
た

（
教
観
相
対
の
上
で
の
）
観
心
の
謂
で
な
い
こ
と
は
無
論
で
あ
る
。

定
遺
七

一
五
頁
初
行
～
六
行

定
遺
七

一
五
頁
六
行
～
同
七

一
六
頁

一
二
行

定
遺
七

一
六
頁

一
二
行
～
同
七

一
八
頁

一
〇
行

定
遺
七

一
七
頁
初
行

定
遺
七

一
四
頁

定
遺
七

一
四
頁
～
七

一
五
頁

株
橋
日
涌
著

『観
心
本
尊
抄
講
義
』
七
九
七
頁

定
遺
七

一
五
頁

株
橋
日
涌
前
掲
書
七
九
五
頁
、
浅
丼
園
道
著

『観
心
本
尊
抄
』
（仏
典
講
座
三
八
、
大
蔵
出
版
、
昭
和
五
七
年
）
二

一
〇
頁
等
。

定
遺
七

一
五
頁
。
こ
の

「本
門
」
と
は
、
文
脈
か
ら

「本
門
序
正
流
通
」
と
な
る
が
、
そ
の
実
義
に
つ
い
て
は
石
田
智
清
稿

「本
門

の

「経
」
考
」
∩
桂
林
学
叢
』
第
七
号
所
版
）
参
照
。

第
五
三
段
の
流
通
分
の
解
釈
は
先
師
に
よ
り
様
々
で
あ
る
が
、
今
の
箇
所
の
文
意
の
大
筋
は
諸
家

一
同
と
思
わ
れ
る
。



0020
聖
人
の
三
益
論
、
殊
に
下
種
の
概
念
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
私
見
で
は
下
種
と
は
天
台
が

『法
華
文
句
』
巻
第

一
上
で

「約
二
段
示
因
縁
相
」
と
し
た
中
で

「衆
生
久
遠
二
仏
ノ
善
巧
ヲ
蒙
り
仏
道
ノ
因
縁
ヲ
種
工
令
ム
」
（正
蔵
三
四
巻
二
頁

Ｃ
）

と
い
う

「仏
道
ノ
因
縁
ヲ
種
エ
ル
」
を
承
け
た
も
の
と
解
し
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。

『岩
波
仏
教
辞
典
』
第
二
版
五
五
八
頁
。
な
お
、
正
宗
分
と
は
そ
の
経
典
の
中
心
と
な
る
教
説
を
述
べ
る
部
分
、
流
通
分
と
は
、
そ

の
経
典
の
後
世
で
の
普
及

・
流
通
を
す
す
め
る
部
分
を
い
う
。
（
同

一
六

一
頁

）
通
常
は
経
典
解
釈
の
方
法

■
二
分
科
経
）
で
あ
る

が
、
五
重
三
段
と
は
、
日
蓮
聖
人
が
そ
れ
を
教
判
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

株
橋
日
涌
前
掲
書

（八
〇
八
頁
）
に
久
種
を

「久
遠
の
種
子
」
と
解
す
る
の
に
従
う
。
浅
井
園
道
前
掲
書

（
二

一
〇
頁
）
で
は

「久

遠
の
本
時
に
植
え
ら
れ
た
種
子
」
と
更
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
お
そ
ら
く
法
界
三
段
の
正
宗
分
の

「寿
量
」
で
あ
り
、
文
底
な
ど
と
い
う
概
念
を
導
入
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
又
、
こ
の

解
明
の
為
に

『
取
要
抄
』
が
著
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

株
橋
日
涌
前
掲
書
八
二
七
頁
以
下
。　
一
方
浅
井
園
道
前
掲
書
二

一
一
頁
で
は
同
様
の
趣
旨
で
あ
り
な
が
ら
種
脱

一
双
の
上
の
種
脱
の

問
題
を
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
如
く
で
あ
る
。
従

っ
て
、
『取
要
抄
』
と
『本
尊
抄
』
と
の
解

公
一
王
ハ
～
二

一
八
頁
）
も

「相
違
」
公
〓

七

頁
）
の
段
階
で
筆
を
止
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

株
橋
日
涌
前
掲
書

（
一
一
七
頁
科
文
が
わ
か
り
易
い
）
で
は
日
隆
聖
人

（
一
三
八
五
～

一
四
六
四
、
以
下
隆
師
）
の
科
文
を
承
け
て

本
門
八
品
の
内
の
涌
出

。
寿
量

・
神
力

・
嘱
累
と
み
、
浅
丼
園
道
前
掲
書

（
二
〇
四
～
二
三
二
頁
）
で
は
、
問
答
毎
に
区
切
っ
て
解

釈
し
、
茂
田
丼
教
亨
著
『観
心
本
尊
抄
講
讃
只
下
巻

一
〇
三

一
頁
）
で
は
起
顕
尭
と
解
す
る
な
ど
最
近
の
解
釈
に
も
異
同
が
み
ら
れ
る
。

定
遺
七

一
五
頁

こ
れ
を
涌
出
品
の
別
命
付
嘱
に
対
し
て
通
命
付
嘱
と
称
す
る
。

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考
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″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

「如
来
之
ヲ
止
メ
タ
マ
フ
エ
凡
ソ
三
義
有
り
。
汝
等
各
各
自
ラ
己
ガ
任
有
り
。
若
シ
此
ノ
土
二
住
セ
バ
彼
ノ
利
益
ヲ
廃
シ
ナ
ン
、　
一
。

又
他
方

ハ
此
ノ
土

二
結
縁
ノ
事
浅
シ
、
宣
授
セ
ン
ト
欲
ス
ト
雖
モ
必
ズ
巨
益
無
カ
ラ
ン
、
二
。
又
若
シ
之
ヲ
許
セ
バ
則
チ
下
ヲ
召
ス

コ
ト
ヲ
得
ズ
。
下
若
シ
来
ラ
ズ
ン
バ
述
破
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
遠
顕
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
。
是
レ
三
義
モ
テ
如
来
之
ヲ
止
メ
タ
マ
フ
ト
為
ス
。

下
方
ヲ
召
シ
テ
来
ラ
シ
ム
ル
ニ
亦
三
義
有
り
。
是
レ
我
弟
子
ナ
リ
応
二
我
法
ヲ
弘
ム
ベ
シ
。
縁
深
広
ナ
ル
ヲ
以
テ
能
ク
此
ノ
土
二
遍

シ
テ
益
シ
、
分
身
ノ
土

二
遍
シ
テ
益
シ
、
他
方
ノ
土

二
遍
シ
テ
益
ス
。
又
開
近
顕
遠
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。
是
ノ
故

二
彼
ヲ
止
メ
テ
下
ヲ

召
ス
ナ
リ
。
」
正
蔵
三
四
巻

一
二
四
頁
Ｃ
。
内
容
よ
り
止
召
ノ
三
義
と
も
言
い
、
天
台
。妙
楽
は
他
方
の
菩
薩
を
止
め
た
と
解
す
る
が
、

宗
祖
は
述
化

。
他
方
を
止
め
た
と
解
し
、
上
行
付
嘱
の
法
義
の
重
要
な
契
機
と
な

っ
て
い
る
。
冨
曰
谷
入
道
殿
許
御
書
』
定
遺
九
〇

三
頁
で
は
地
涌
を
召
す
積
極
的
理
由
と
し
て
三
故
を
あ
げ
、
更
に
強
調
さ
れ
る
。

定
遺
七

一
五
～
六
頁

″
　
七

一
六
頁

″
　
七

一
六
頁

定
遺
七

一
六
頁
～
七
頁
。
但
し
引
用
文
中
の

「
四
本
門
四
依
」
は
真
蹟
に
は
な
く
、
『縮
冊
御
遺
文
』
に
補
わ
れ
て
い
る
の
を
定
遺

も
踏
襲
し
て
い
る
。

定
遺
七

一
七
頁

「但
見
下
方
発
誓
」
（正
蔵
三
四
巻

一
四

一
頁
Ｃ
）
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「付
嘱
者
此
経
明
付
下
方
涌
出
菩
薩
、
何
故
ホ
、
由
法
是
久
成
之
法
故
付
久
成
人
」

定
遺
七

一
七
頁

〃
　
七

一
七
～
八
頁

『法
華
文
句
』
十
下

（正
蔵
三
四
巻

一
四
二
頁

ａ
）
の
意
に
よ
る
と

（新
寡
大
日
本
続
蔵
経
第
二
八
巻
七
三
七
頁
ａ

如
来

一
切
所
有
之
法
―
名

″
　

自
在
神
カ
ー
用

〃
　

秘
要
之
蔵
―
体

″
　

甚
深
之
事
―
宗

皆
於
此
経
宣
示
顕
説
―
教

と
な
り
、
名
用
体
宗
教
の
順
序
と
な
っ
て
い
る
が
、
『法
華
玄
義
』
の
順
序
を
ふ
ま
え
て
聖
人
は
付
嘱
の
題
目
を
名
体
宗
用
教
の
五

重
玄
の
題
目
と
規
定
さ
れ
る
。
国
日
谷
入
道
殿
許
御
書
』
に
も

「所
謂
ル
妙
法
蓮
華
経
ノ
五
字
、
名
体
宗
用
教
ノ
五
重
玄
也
」
（定
遺

九
〇
二
頁
）
と
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た

『法
華
取
要
抄
』
に

「上
行
菩
薩
所
伝
ノ
妙
法
蓮
華
経
ノ
五
字
也
」
と
云
わ
れ
る
の
と
同
じ
題

目
で
あ
る
の
は
無
論
で
あ
る
。

「無
間
自
説
果
分
勝
」
中
の
文

（伝
全
二
巻
二
四
四
頁
）

定
遺
七

一
八
頁

定
遺
七

一
九
頁

別
付
、
総
付
の
名
称
は
所
付
の
人
に
つ
い
て
の
分
別
と
い
え
る
が
、
隆
師
の
場
合
、
所
付
の
法
に
つ
い
て
神
力
総
付

。
嘱
累
別
付
と

い
う
場
合
が
あ
る
。
『私
新
抄
』
第
十
二

「神
力
品
別
付
嘱
属
累
品
総
付
嘱
事
」
倉
ホ
全
第
八
巻
二
五
二
頁
以
下
）

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考
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″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

「第
二
十
番
を
か
え
り
み
る
と
、
本
化

へ
の
妙
法
五
字
の
付
嘱
は
涌
出
品
第
十
五
か
ら
嘱
累
品
第
二
十
二
ま
で
の

「八
品
」
に
て
示

さ
れ
、
本
門
の
本
尊
も
ま
た

「八
品
」
に
て
顕
わ
さ
れ
る
か
ら
、
実
は
嘱
累
品
ま
で
至
ら
な
け
れ
ば
本
化

へ
の
付
嘱
は
完
結
し
な
い

と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
」
（浅
丼
園
道
前
掲
書
三
二
九
頁
）

定
遺
七

一
八
頁

定
遺
八

一
三
頁
。
但
し

「末
法
中
以
日
蓮
為
正
也
」
は

『法
華
取
要
抄
』
の
草
稿
本
に
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
都
守
基

一
稿

「
『法
華
取
要
抄
』
の
草
案
に
つ
い
て
」
η
大
崎
学
報
』

一
五
四
号
八
五
頁
、　
一
王
ハ
頁
）

株
橋
日
涌
前
掲
書
七
九
七
頁
。
猶
、
『本
尊
抄
』
と

『
取
要
抄
』
の
所
被
の
機
の
傍
正
に
つ
き
、
株
橋
日
涌
前
掲
書
七
九
七
頁
、
浅

丼
円
道
前
掲
書
二

一
七
頁
に
解
説
が
あ
る
。

定
遺
八

一
三
頁
。
こ
の
部
分
も
草
稿
本
に
な
し
と
。
都
守
基

一
前
掲
論
文
八
五
頁
、　
一
王
ハ
頁

正
蔵
九
巻
三

一
頁
ｂ

正
蔵
九
巻
三
六
頁
ｂ

定
遺
八

一
三
頁

『岩
波
仏
教
辞
典
』
第
二
版

一
二
八
頁
。
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
教
学
篇

一
四

一
頁
ｂ
～

一
四
二
頁
ａ
。
開
述
顕
本
、
発
述
顕
本
と

も
い
う
。

定
遺
八

一
三
～
八

一
四
頁

定
遺
五
六
七
～
五
七

一
頁

都
守
基

一
前
掲
論
文

一
三
ハ
頁

浅
丼
園
道
前
掲
書
二

一
七
～
二

一
八
頁
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注
御
の
箇
所
。
略
開
近
顕
遠
と
は
天
台
の
科
に
よ
れ
ば
、
地
涌
の
菩
薩
出
現
に
よ
る
動
執
生
疑

（未
知
の
地
涌
の
菩
薩
を

″私
は
久

遠
よ
り
こ
の
か
た
教
化
し
て
き
た
″
と
い
う
釈
尊
の
言
に
対
し
て
弥
勒
菩
薩
等
が
疑
念
を
生
じ
、
そ
こ
か
ら
久
遠
実
成
の
釈
尊
を
信

じ
る
こ
と
に
向
わ
せ
る
）
を
内
容
と
す
る
が
、
そ
れ
を
脱
益
と
み
る
に
は
少
く
と
も
寿
量
品
と
分
別
功
徳
品
の
い
わ
ゆ
る
増
道
損
生

の
開
示
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
電
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
教
学
篇

「開
近
顕
遠
」
の
項
。　
一
四
二
頁
ａ
）
然
し
、
『本
尊
抄
』
の

第
四
本
門
三
段
で

「十
界
久
遠
之
上
國
土
世
間
既
顕
」
と
あ
る
よ
う
に
、
地
涌
の
開
顕
は
、
開
目
抄

（
定
遺
五
五
二
頁

）
の

「無
始

の
九
界
」
を
顕
す
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
必
ず
寿
量
品
の

「無
始
の
仏
界
」
と
の
互
具
、
す
な
わ
ち
十
界
久
遠
を
予
想
す
る
の
で
、

そ
こ
に
脱
益
を
み
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

定
遺
八

一
四
頁

定
遺
八

一
四
～
八

一
五
頁

定
遺
八

一
五
頁

定
遺
八

一
五
頁

以
上
の
所
は
定
遺
八

一
五
～
八

一
六
頁

『富
木
入
道
殿
御
返
事
』
（真
存
、
定
遺

一
五
八
九
頁
）
回
前
出
の
法
華
経
が
他
経
に
勝
れ
た
二
十
箇
条
は
、
『法
華
文
句
記
』
の
第

四
下

（正
蔵
三
四
巻
二
三
四
頁
ａ
）
に
よ
る
が
、
最
重
要
と
い
う

コ
二
五
の
二
法
」
の
う
ち

「
五
」
即
ち
寿
量
品
所
説
の
五
百
億
塵
点

劫
の
過
去
よ
り
の
仏
法
を
三
益
に
よ
っ
て
分
別
し
、
滅
後
末
法
下
種
の
仏
法
を
求
め
る
の
が
第
二
の
法
門
で
あ
り
、
字
義
は

「
三
種

教
相
の
第
二
の
上
に
た
つ
法
門
」
の
意
で
あ
る
。
拙
稿

層
小
祖
の
教
相
論
に
関
す
る

一
視
点
」
∩
桂
林
学
叢
』
第

一
一
号
所
収
）
参
照
。

浅
井
園
道
著

『
日
蓮
聖
人
と
天
台
宗
』
所
収

「種
熟
脱
の
法
門
」
で
は

「
日
蓮
の
末
法
下
種
仏
教
は
、
げ
に
大
師

（引
用
者
注
、
天

台
大
師
）
な
く
し
て
は
生
れ
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
一
一
六
頁
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考
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″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

『本
尊
抄
』
法
界
三
段
の
結
文
と
み
ら
れ
る

「在
世
本
門
末
法
之
初

一
同
純
円
也
、
但
彼
脱
此
種
也
。
彼

一
品
二
半
此
但
題
目
五
字

也
。
」
の
読
み
は

一
般
に

「在
世
ノ
本
門
卜
末
法
之
初

ハ
一
同
二
純
円
也
。
但
シ
彼

ハ
脱
、
此
レ
ハ
種
也
。
彼

ハ
一
品
二
半
、
此
レ

ハ
但
ダ
題
ロ
ノ
五
字
也
。
」
で
あ
る
が
、
『録
内
啓
蒙
』
（第
十
八
巻
八

一
ヲ
）
に
は

『
日
向
天
目
問
答
記
』
な
る
書
を
引
い
て
天
目

が

「彼
ノ
脱

ハ
此
ノ
種
」
等
と
読
ん
で
日
向
に
批
判
さ
れ
た
と
い
う
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
は
行
学
院
日
朝
師
の

『観
心
本

尊
抄
見
聞
巻
七
』
含
ホ
全
第
十
六
巻
三
二
三
頁
）
に
既
に
引
く
所
で
も
あ
る
が
今
の

『取
要
抄
』
の
意
な
ら
ば
、
「彼
ノ
脱
ハ
此
ノ
種
」

等
の
読
み
の
場
合
も
あ
る
と
言
う
べ
く
、
隆
師
の

『玄
義
教
相
見
聞
』
に
は
そ
の
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
桂
林
学
叢
』
第
六
号
別

冊
五
六
～
五
七
頁
）

隆
師
は

『観
心
本
尊
抄
文
段
』
に
お
い
て
、
今
の
文
を

「経
旨
ヲ
解
セ
ン
ガ
為
二
還
テ
相
対
ヲ
以
テ
、
在
世
卜
滅
後
末
法
卜
、
正
宗

卜
流
通
卜
、
八
品
卜

一
品
二
半
卜
、
題
ロ
ト

一
念
三
千
卜
、
種
卜
脱
卜
、
名
字
卜
住
上
卜
、
聖
者
卜
悪
人
卜
、
信
卜
証
ト
ヲ
結
成
ス
。
」

∩
日
隆
聖
人
文
段
主
要
御
書
』

一
一
四
頁
、
法
華
宗
興
隆
学
林
刊
）
と
科
し
て
い
る
。
当
面
の
問
題
で
い
え
ば
、
「彼

一
品
二
半

（此

本
門
序
正
流
通
日
本
門
八
品
）
（彼
事
具

一
念
三
千
）
此
但
題
目
五
字
也
」
と
影
略
互
顕
の
文
と
解
し
た
わ
け
で
あ
る
。

「寿
量
」
と
い
っ
て

「品
」
が
無
い
故
に
文
底
と
の
説
が
あ
る
が
、
文
上
文
底
の
考
え
方
は
聖
人
教
学
と
異
る
と
思
わ
れ
る
故
に
採

ら
な
い
。
こ
こ
は
佛
種
子
を
註
顕
す
る
寿
量
品
と
み
る
。
（株
橋
日
涌
著

『観
心
本
尊
抄
講
義
』
七
七
二
頁
）
又

「内
証
の
寿
量
品
」

（同
八
六
六
頁
）
参
照

「寿
量
の
法
門
」
は

「広
開
近
顕
遠
の
心
」
と
み
ら
れ
る
。
株
橋
日
涌
前
掲
書
八
八
二
頁
。

『本
尊
抄
』
に

「設
ヒ
法

ハ
甚
深
卜
称
ス
ト
モ
未
ダ
種
熟
脱
ヲ
論
ゼ
ズ
、
還
テ
灰
断

二
同
ジ
、
化
ノ
始
終
ナ
シ
ト
ハ
是
也
。
」
（定
遺

七

一
四
頁
）
、
『
開
目
抄
』
に

「真
言
華
厳
等
の
経
経
に
は
種
熟
脱
の
三
義
名
字
ス
ラ
猶
な
し
。
何
二
況
ヤ
其
義
を
や
。
華
厳
真
言
経

等
ノ

一
生
初
地
ノ
即
身
成
仏
等
は
経
は
権
経
に
し
て
過
去
を
か
く
せ
り
。
種
を
し
ら
ぎ
る
脱
な
れ
ば
超
高
が
位
に
の
ぼ
り
、
道
鏡
が
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王
位
に
居
せ
ん
と
せ
し
が
ご
と
し
。
。
こ

（定
遺
五
七
九
頁
）
、
国
日
谷
入
道
殿
許
御
書
』
に

「但
シ
所
詮
彼
々
ノ
経
々
二
種
熟
脱
ヲ

説
カ
ザ
レ
バ
還
テ
灰
断
二
同
ジ
。
化
二
始
経
無
キ
ノ
経
ナ
リ
。
。
こ

（定
遺
八
九
七
頁
）
等
、
主
要
遺
文
に
た
び
た
び

「種
熟
脱
」

の
三
益
と

「化
道
の
始
終
」
を
明
す
こ
と
の
重
要
性
を
説
か
れ
る
の
は
、
そ
の
裏
付
け
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
末
法
下
種
論
が
成
立
す

る
か
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
聖
人
の

「仏
種
子
」
の
概
念
に
は
、
そ
の
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
も

改
め
て
考
察
し
た
い
。

文
永
十
二
年
二
月
十
日
の

『曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
（真
存
）
に
は

「題
目
之
五
字
ヲ
以
テ
下
種
卜
為
ス
ベ
キ
之
由
来
ヲ
知
ラ
ザ
ル

牧
」
と

「今
時
ノ
学
者
」
を
批
判
し
、
「妙
法
蓮
華
経
之
五
字
、
名
体
宗
用
教
ノ
五
重
玄
」
を
四
大
菩
薩

（本
化
の
四
菩
薩
）
に
付

嘱
す
る
こ
と
を
明
し
、
要
法
に
よ
る
末
法

へ
の
付
嘱
と
正
像
へ
の
措
拾
遺
属
を
分
別
し
、
「滅
後
ノ
弘
教
二
於
テ
モ
仏
之
所
属
二
随

テ
弘
法
之
限
り
有
り
」
と
、
上
行
付
嘱
が
滅
後
三
時
の
弘
経
、
殊
に
は
末
法
下
種
の
根
拠
と
な
る
こ
と
を
詳
論
し
て
い
る
。
（定
遺

九
〇
〇
～
九
〇
四
頁
等
）
ち
な
み
に
同
抄
は

「上
行
付
嘱
抄
」
の
異
称
も
あ
る
。

定
遺
七

一
九
頁

定
遺
七
二
〇
頁

都
守
基

一
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
の

「日
蓮
が
為
」
と
は
草
案
に
は
見
ら
れ
な
い
。
（注
４６
）

『曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
（定
遺
八
九
七
頁
）
に

「今
ハ
既
二
末
法
二
入
テ
在
世
ノ
結
縁
ノ
者
ハ
漸
々
二
衰
微
シ
テ
権
実
ノ
ニ
機
皆
悉

ク
尽
キ
ヌ
。
彼
不
軽
菩
薩
末
世
二
出
現
シ
テ
毒
鼓
ヲ
撃
タ
シ
ム
ル
ノ
時
也
。
而
ル
ニ
今
時
ノ
学
者
、
時
機
二
迷
惑
シ
テ

（中
略
）
題

目
之
五
字
ヲ
以
テ
下
種
卜
為
ス
ベ
キ
ノ
由
来
ヲ
知
ラ
ザ
ル
牧
。」
と
あ
り
、
又
『小
乗
大
乗
分
別
抄
』
（定
遺
七
七
七
～
七
七
八
頁
）

に
も

「今
は
末
法
に
入
て
三
百
余
歳
、
過
去
現
在
に
法
華
経
の
種
を
殖
え
た
り
し
人
人
も
や
う
や
く

つ
き
は
て
ぬ
。
又
種
を
う
え
た

る
人
々
は
少
々
あ
る
ら
め
ど
も
、
世
間
の
大
悪
人
出
生
の
謗
法
ノ
者
数
を
し
ら
ず
国
に
充
満
せ
り
。
」
等
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考



″法
華
経
は
末
法
日
蓮
等
が
為
″
私
考

「法
華
経
の
経
文
の
筋
が
指
し
示
す
と
こ
ろ
日
蓮
＝
上
行
菩
薩
た
ら
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。」
浅
井
園
道
前
掲
書
二
三
二
頁
。

定
遺
六
〇
四
頁

隆
師
は
、
例
せ
ば

『
二
帖
抄
』
第
二
で

「此
の
如
く
法
師
品
よ
り
神
力
品
に
至
る
経
旨
の
本
意
は
、
能
開
の
要
の
釈
尊
、
能
開
の
要

の
法
を
以
て
能
開
の
要
の
上
行
菩
薩
に
付
し
、
折
伏
逆
化
の
不
受
余
経

一
侶
の
要
の
無
智
の
宗
旨
を
立
て
、
無
智
の
日
蓮
を
以
て
唱

導
と
為
し
無
智
の
悪
人
を
以
て
所
化
と
為
す
。」
（『法
華
宗
名
目
見
問
題
号
釈
他
三
書
』
四
七
頁
）
等
と
示
し
て
い
る
。
「無
智
の
日

蓮
」
と
は
他
師
に
み
ら
れ
ぬ
表
現
で
あ
り
、
宗
祖
の
信
奉
者
に
は
受
け
容
れ
難
い
所
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
宗
祖
教
学
の
普
遍

性
を
考
え
る
と
き
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

注
②
参
照

注
７４
参
照
　
な
お
茂
田
丼
教
亨
前
掲
書
で
は

「末
法
の
法
華
経
」
の
章
だ
て
が
み
ら
れ
る
。
（下
巻
八
七
五
頁
）

キ
ー
ワ
ー
ド
　
日
蓮
が
為
　
観
心
本
尊
抄
　
法
華
取
要
抄
　
五
重
三
段
　
流
通
正
意
　
開
近
顕
遠

拙
稿
は
平
成
１６
年
９
月
８
日
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
お
い
て

″日
蓮
聖
人
教
学
の

一
視
点
―

「
日
蓮
等
ガ
為
也
」
考
―
″
と

題
し
て
発
表
し
た
原
稿
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
成
１８
年
７
月
１。
日
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